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 立教大学ジェンダーフォーラム  2017年度公開講演会 

現場発!  
LGBTから考える多様性ある社会、人権としての性

	 石坂わたる氏（中野区議会議員）
	 藥師実芳氏（NPO法人ReBit代表理事）
	 2017.7.8（土）13:30~16:30
	 池袋キャンパス7号館1階　7101教室

和田悠：定刻になりましたので、立教大学ジェン
ダーフォーラムの公開講演会を始めます。本日は
暑い中をお越しいただきまことにありがとうござ
います。
ジェンダーフォーラムでは毎年公開講演会を開

催しています。公開講演会ではその時々のホット
なテーマを設定し、話題の人に登壇していただく
ことで、多くの人に立教大学ジェンダーフォーラ
ムを知ってもらい、ジェンダー・セクシュアリ
ティに関する理解を深める契機にしてもらうとい
うことでやってきました。
今回のテーマは LGBTについて。性的マイノリ

ティの問題をとりあげます。
ここ数年、日本でもLGBTという言葉が一気に広

がった感があります。LGBTを冠する本もたくさん
刊行されるようになっています。
一つの節目になったのは、2015年ではないか

と思います。2015年の 3月、渋谷区で同性パート
ナーシップ条例が成立し、同性カップルが結婚相
当の関係として公認される全国初の条例がつくら
れました。マスコミでも取り上げられ、注目を集
めました。このことは、記憶に新しいと思います。
また、2015年4月、文部科学省は、同性愛や性

同一性障がいなどを含む、性的マイノリティの子
どもについて配慮を求める通知を全国の国・公・
私立の小中高に出しました。
これは非常に画期的なことだと思います。そし

て、翌年には、この通知に基づいて、教職員向け

のパンフ㆑ットを文部科学省は制作し、公表しま
した。こうした問題に理解があったのが、今、話
題の人である前川喜平元事務次官でした。
さらに近年は、LGBTであることを公表する政治

家や地方議員の姿も目立つようになりました。一
昨日（2017年7月6日）のことですが、今日の講演
者の石坂わたるさんも世話人となっている「LGBT

自治体議員連盟」が発足しました。ニュースで見
られた方も多いのではないかなと思います。私た
ちの暮らしに身近なところにいる地方議員のカミ
ングアウトは、LGBTの問題を可視化する上で、そ
して社会の人権水準を引き上げる上で、大きな意
味を持っていると考えています。
とはいえ、依然として、LGBT、性的マイノリ

ティに対する偏見や差別、否定的な見方が社会に
根強いのも事実です。地方自治体の子育て支援や
家庭支援の現場には「親学」なるものが入り込
み、「母性」を梃子に女性の意識や身体を国家に
動員するような危険な動きもあります。LGBTが話
題になる一方で、ジェンダー・バックラッシュは
いまだにこの社会では続いているという現状では
ないでしょうか。
今回の公開講演会は、元養護学校教諭で、現在

はゲイであることを公表し、中野区で区議会議員
として活動している石坂わたるさん、LGBTの子ど
も・若者を支援するNPO法人 ReBitの創設者、代
表理事である藥師実芳さん、この二人をゲストス
ピーカーにお迎えしました。
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今日ご来場のみなさまの中には、当事者の生
の声を直接聞きたいという思いの方も多くおら
れるのではないでしょうか。
しかし、この問題の当事者とは誰なのでしょ

うか。性的マイノリティを私たちの社会は受け
入れるべきだ式の人権論は後を絶ちません。今
回の公開講演会では当事者・非当事者の区別を
上書きするのではなく、LGBTを切り口に、多様
性のある社会を、人権としての性を私たち一人
ひとりが考え、これから何をなすべきかを模索
するきっかけになればと思っています。

3時間の長丁場になりますが、どうかよろしく
おつき合いいただければというふうに思ってお
ります。

（拍手）

石坂わたる氏： ご紹介いただきました、中野区議
会で無所属で区議会議員しています、石坂と申
します。
私自身、ご紹介にもありましたが、ゲイであ

ることをカミングアウトしているとともに、さ
まざまなマイノリティにかかわる仕事をしてき
た視点で議員をしています。
中野区は、比較的 LGBTの当事者を含め、その

ほかさまざまな社会的なマイノリティが多く住
んでいる区であるということ、また、23区の中
で、意外と思われる方もいるかもしれませんが、
中野区の人口構成は、高齢者と若者のまちなの
で、住民の所得がそれほど多くない。すなわち、
税収もそんなに多くなかったりですとか、ある
いは、貧困に伴う課題を抱えていらっしゃる方
が少なくない地域だということがあります。
お配りしている論文形式のものに詳しくその

辺り載っていますので、後で参照いただければ
と思います。
本日の内容です。
最初に、自己紹介、あと、区議会議員ってそ

もそもどんなことをやっているのかということ
をお話した上で、区議会議員の立場で私が、ど

のようなことをやっているのかという形で話をし
ていきます。

LGBTと生活困窮について、LGBTというのは、ど
のようなことに困っていて、それによって、全て
の人ではないけども、人によっては、そこから派
生する形でさまざまな二次的な課題を抱え、さら
に、さまざまな困難を抱えてしまう人がいるとい
うお話。実践報告は、実際、議員として私が受け
た相談のケースの話をします。あと、中野区の取
り組みは、そうした現状を踏まえてどのような取
り組みをしているの？また、他の自治体との比
較。これは、パートナーシップ制度も含めてとい
う形でお話をします。最後、まとめと書きました
が、まとめというよりは、そこを踏まえた上で
の、さらにちょっと深めていく話ができればとい
うふうに思っています。
右の 2枚の写真は、2011年の選挙のときの写真

です。
略歴ですけども、1976年生れ、ことしは41歳に

なります。今、40歳です。
もともと成蹊大学の経済学部を卒業して、ここ

で社会科の教員免許を取ったのですが、その後、
養護学校の免許を取りに千葉大に通って、その後
は、障がい児関係の仕事をしてきました。知的障
がい養護学校に5年間（小学部3年間、中学部2年
間）勤めましたけれども、そこを5年で退職をし、
カミングアウトして、区議選に立候補するという
ことをしました。
そこで落選はしたのですけれども、その後も障

がい者関係ですとか、あと、新たなマイノリティ
の視点という意味では、外国人関係の仕事をした
りしてきました。また、障がい児だけじゃなく
て、障がい者にかかわる仕事とかもしたりしてき
たということがあります。
また、2008、2009年度ですね、こちらの大学、

立教大学の21世紀社会デザイン研究科、萩原ゼミ
に所属をしていました。そして2011年の中野区議
選で、2回目の選挙で当選をしました。

LGBT関係の活動歴ですけども、高校2年生のと
きに、両親や親友にカミングアウトはしました。
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今、インターネットが当たり前ですが、その当
時、インターネットは普及していませんでしたの
で、電話回線を使って行うパソコン通信を使って
のグループですとか、ゲイ・リベ㆑ーションの団
体に参加をしました。
周りが社会人や大学生（特にまだパソコン通信

を使う方が珍しかったので、理系の大学生の方が
多かった）、そうした中に、高校生の自分が飛び
込んでいくという形で動き始めました。
その後は、いろんな活動にかかわっていきまし

たけれども、自分の中で大きな転機だったのは、
国内での 1994年の千人単位のパ㆑ードや 1998年、
ゲイ・ゲームズのアムステルダム大会という海外
での何万人単位の LGBTのイベントに参加できた
ということが、大きな転機になっていると思い
ます。議員になってからも、区長を巻き込んで、
LGBT関係のことをしてきました。
このときの写真です。左側の 2枚は、区長を

巻き込んでなんですけれども、中野区内のゲイ
バー、㆑ズビアンバー、トランスジェンダーの方
が店主をしているカフェ、㆑ズビアンとバイセク
シュアル女性の団体の事務所、ゲイ&㆑ズビアン
の団体の事務所を、区長を連れて訪問しました。
そして、実際区長と当事者の区民と話をしてもら
うことをしました。
また、中野駅北口広場、人の往来がある広場で

すが、こちらの場所を借り切って、トークイベン
トをやり、登壇しているのが区長のほかに、LGBT

等の当事者、ゲイ雑誌の編集者、ドラァグクイー
ン、あと新宿2丁目の幅広くゲイ関係のクラブの
オーナーですとか、そうした方々です。
右側の写真が、若手議員の会で、自民党、民
進党、公明党、維新、無所属、あと現在、都民
ファーストの会にいる方も含めた超党派の勉強会
ですね。35歳までに当選をしている45歳までの議
員の研修で話をしました。
次に、「区議会議員って、どんなことをしてい

るの？」という話ですが、区長や区議が提案した
議案に対して質疑を行ったり、区政一般について
一般質問します。一般的に質問というとわからな

いことを聞くというイメージがありますが、実際
には、区政を正したり「もっと、こうした取り組
みが必要なのではないか」という提案をしたり、
「あるいは、こういう配慮を必要としている人が
いますよ、必要じゃないですか」という指摘をし
たりします。
例えば、住まいひとつをとっても、「同性愛者

には安全安心に暮らす権利がありますか？」と、
当然の質問ですけども、「あります」と行政側が
答えた以上は、「では、どんなことをしてくれる
の？どんな課題を認識しているの？」ということ
を追及していって、「では、行政は今後どうして
いくの？」というところに落し込んでいくという
作業をしていくというのが、質問になります。一
般に思われている質問とはちょっとイメージが違
うかなと思うところです。
次に、区議会議員の役割のもう一つとして、活
動の報告、区内行事等への参加、メールや電話な
どでの、区民の方からの意見や困りごとの対応や
集約をします。
特に、区議会議員の個人情報は住所や電話番号

が公開されています。日曜日の朝に電話がかかっ
てくることもあれば、平日の夜に電話がかかって
くることもありますし、今から来てくださいと言
われることもあります。
あとは、そうした相談事で 3件以上相談があっ

た場合は、基本的に全区的な問題が発生している
のではないかなと受けとめるようにしています。
ちなみに、活動報告は年に 4回ペースで発行し

ていて、これを郵送したりポスティングをした
り、駅前で配ったりなど、しています。配ったと
きに、お声を寄せていただくとか意見を寄せてい
ただくなんてこともあったりします。あとは、後
になってメール、ファクス等をくださるという方
もいますね。
やはり多くの方に知ってもらい、多くの方に反

応を返してもらいたいなと思いながら、議員活動
をやっています。これはLGBTに限らずです。さま
ざまな意見をいただきます。
あとは、区議会議員の役割として、議会で中身
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の濃い議論をすることが必要です。
言いっ放しな質問をしてもしようがないです

し、わからないことを聞くだけじゃしようがない
ですので、実際に行政のほうよりも、こちらのほ
うがより詳しい状況を知った上で質問していくと
いうことが必要ですので、いろいろ行政や市民の
状況を調べたり、ほかの自治体でどうしているの
かという調査をしたりします。
議員だから何でも聞けるでしょう、石坂さん、

LGBT当事者だから何でもやってよという方もい
るんですが、実際「自分がそう思っています」で
は、物事は進まないわけでして、実際に当事者の
区民の方から声を寄せていただいています。
あるいは、自分が区内でのLGBT当事者の団体等

の集まりに参加をしていく等々する中で、状況を
集めていったりですとか、先進的な取り組みをし
ている自治体、この後出てきますけども、そうし
たところに視察に行って、お話を伺うということ
なども必要になっていきます。そうしたことを踏
まえて質問を組み立てていくということをしてい
ます。
そして、区議会議員の役割。もう一つとして、

役所の職員とやりとりをして、調査をした結果で
すとか、区民の声を行政に伝えたり、行政の取り
組みについての説明を受けたりしていきます。ま
ず、その中で改善を求めたりしていきます。
もちろん、重要なものは議会で質問をします

が、区政について何でも聞くことのできる一般質
問は年4回、持ち時間は私が質問する時間、行政
が答える時間を含めて、1回15分しかありません。
それに加えて、予算決算に絡めた質問は、合わせ
て年2回の機会がありますが、これも、私が質問
する時間、行政が答える時間で30分しかありませ
ん。委員会では行政からの報告などについて時間
制約なしで細かいことは聞けますが、自分でテー
マを決めて質問ができる時間は年間8時間。しか
もこのうち私が話す時間は半分ぐらいですよね。
それしか与えられてないので、簡単な問題につい
ては、直接職員とやりとりをして、窓口㆑ベルで
のやりとりで済ませるという場合も多々あるとい

う形で進めています。
上の写真が、実際、本会議場で質問をしている
場面の写真です。
あと、区議会議員の次の役割として、中野区に

は2000名の職員がいます。そのうち、住民が選挙
で選ぶことができるのは、たったというか、独任
制の区長1名、合議制の区議会議員の42人の計43

人しか選べない。残りの1960数名は、選挙ではな
く試験で入ってきますので、そこの間での住民と
行政職員の結び役、代弁者になっていきます。
よく言われるのが、「行政の説明を聞いてもわ

からなかったんだけど」とか、「行政が責任を
持ったことを言ってくれない」とか、逆に、「職
員のほうにどう伝えればいいのかわからない」な
んて声をいただくと、議員が間に立って、わかり
やすく解説をする、より伝わりやすいような工夫
をしてもらうとか、そういったことをしながら、
間に立ちます。
あるいは、直接やり合ってしまうと角が立つよ

うな場合に、間に入っていく場合もありますの
で、ときにはク㆑ームの収拾役的なことになる場
合もあったりします。
そして、LGBTの当事者が抱えている困りごとに

ついてです。一つ目としては、生育する過程で、
とりわけ思春期（この時期は、人と違うこと、同
じであることに、すごく意識が向く時期です）で
す。この時期に、人と違うということをまざまざ
と意識させられてしまいます。
ちょうど、二次性徴の時期で、自分の体ですと

か恋愛感情等々、いろいろな変化がある時期に
限って、人と違ってしまう。
これはアイデンティティ形成に重要な時期です

ので、そこでつまずいてしまうですとか、あと
は、身近にいろいろモデルがいないという問題が
あります。
身体の障がいのある方の場合ですと、家族は生

まれたときから知っています。あるいは在日外国
人、少数民族であれば、家族もお父さん、お母さ
ん両方、あるいは一方は同じマイノリティである
わけですが、LGBTの場合は、相談できない、わ
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かってもらえない、知ってもらっている前提がな
いという中で、隠さなきゃという意識が働いてし
まいがちになりますし、罪悪感でさいなまれてし
まう人も少なくありません。
また、学校に入ると、周囲の友だちとの憧れの

芸能人、どんな芸能人が格好いい、かわいいと
か、好きなタイプは？とか、好きな人いるの？恋
人はできた？なんていう話題に入っていけない。
こうして、自分のセクシュアリティがばれてし

まう、あるいは、ばれてしまわないまでも、自分
から「人と違うな」というところで一歩引いてし
まったりすると、それがきっかけで、いじめだと
か仲間はずれが生じる場合もあります。場合に
よっては、自分から友だちをつくらないようにす
るなんていうことがあります。
大分前の経験になりますが、自分自身の経験と

しても、LGBTの自分、人と違う自分、カミング
アウトできないまでも、変わり者である自分を受
け入れてくれる友だちは誰だろうというところか
ら、友だち探しをしていくので、やはり最初から
友だちとして選べる範囲というのは、限られてし
まうということもあったのかなと思います。
あとは、職場や同僚や顧客等から、いまだに残

る、「結婚は？」「お子さんは？」と聞かれるこ
と。これは、上司から言われれば、今はセクハラ
扱いになるようになってきていますが、意外とあ
るのが顧客から言われることです。
私は教員をしていましたが、生徒の親御さんか

ら言われてしまう、生徒から言われてしまうとい
うことがあります。これを、相手にセクハラと言
えるのか。なかなか難しいところだと思います。
また、性的指向や性自認がばれてしまったこと

によって、セクハラを受けてしまうとか、あと
は、LGBTだからという理由ではなく、ほかの理由
をつけて「あなたはここが劣っているから」「こ
の能力が足りないから」「こういう知恵が回せな
いから」という理由で、閑職への異動になってし
まうこともあります。大変な例ですけども、でも
実際に聞く例としてあるのが、同僚から強かんを
受けたというものです。実際にバイセクシュアル

男性で男性の同僚からとか、㆑ズビアン女性で、
「㆑ズビアンを直してやるよ」みたいな感じで、
男性から強かんを受けたという方のケースを実際
に耳にしているところです。
あとは、地域で、住まいの問題があります。住

むのを断る、追い出そうとするとか、近所でうわ
さ話になるなんてことがあります。実際私の例
なのですが、今から 7年前のことです。分譲マン
ションの中で、大家さんが賃貸に出しているとこ
ろに住んでいるのですが、ここに住み始めたとき
に、ネットで検索すると、私がいろいろな活動を
していたので名前が出てきます。私と連れ合いの
名前で検索をかけると、ゲイでいろんな活動をし
ている人ってわかってしまうんですね。
そうした際に、管理組合のほうから大家さん

に、「なぜあそこをゲイカップルに貸したんだ」
というク㆑ームが行ってしまったということがあ
りました。
幸いにして、大家が理解があったので、「うち

は、家賃さえ払ってくれればかまわないよ」と
突っぱねてくれたので、事なきを得ました。
あえて意図的に、私と連れ合いとでマンション

の管理組合の防災訓練とかに参加していくことを
通じて、「あっ、この人たちは顔が見える存在」
なのだと思ってもらえたことで、少し管理組合か
らの風当たりも、最近よくなってきたということ
があります。
家庭では、自由な恋愛ができるようになってき

てはいますが、今でも、本家の長男だと、「誰が
本家を継ぐの？」「家業を誰が継ぐの？」という
問題があります。
特に地方に行くと、「家を誰かが継がなけれ

ば」とか、あるいは、「本家なのだから、あなた
が継いでよね」とか、「本家に男の子がいないか
ら、分家の誰かが本家に養子に行かなければいけ
ない」などといったことがあります。でも、養子
に行くということは、「結婚しろ、子どもを産め」
ということにもなってしまうので、今、親から強
制的に、「あなたとあなた、結婚しなさい」なん
てことは言われませんが、でも、「誰かしらと結
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婚してよ」というプ㆑ッシャーが、言外のプ㆑ッ
シャーも含めてあるケースというのが、少なくあ
りません。
特に、これは都市部よりも地方のほうが多いの

で、それがあって、都心部に逃げで来る、引っ越
してくるというLGBT当事者も少なくないという傾
向があります。
あとは、二次的な課題です。これは全員が抱え

るわけではないと書きましたが、その人の持ち前
の度量であるとか性格にもよってくる部分があり
ますけども、隠す……、もちろん、自分は隠した
ことないよ、困ったことないよとか、隠していて
もスト㆑スがなかったよという方もいますが、少
なからぬ人が、隠していないといけないというこ
とでスト㆑スを感じている、ばれたら困ると思っ
ています。
また、自分の未来を考えたときに、「自分の将

来に明るい展望が思い描けないな」、あとは、「自
分が悪い存在なんじゃないか」、そういう思いを
抱えて育つ人が、少なくありません。
そして、ピーターパン症候群的と書きましたけ

れども、「やっぱりこんな自分が大人になれない」
「大人として一人前になれない」と、ピーターパ
ン症候群的な形で、どうしても責任ある大人にな
ることに対して上手くいかないという方も、少な
くありません。
次は、二次的な課題です。鬱や、不登校、引き

こもり、自殺というケースが、どうしても多く
なってきます。これは、学術研究等でも、当時、
宝塚大学の日高庸晴先生の研究でも明らかになっ
ていると思います。
また、依存症の問題です。恋愛における共依

存、お互いに依存し合うことに依存する、あるい
はセックスに依存をしてしまうというものです。
年間100人を超える人数とセックスをしましたと
いう方も、中にはいます。アルコール依存、薬物
依存も、リスクは高いと言われています。
また、自分を大切にできない、自信を持って働

けない、その結果、長期的な視点に立てずに、長
く働けないということも起こります。

酸っぱいブドウ精神と書きましたが、「自分は
こんなに苦しんでいる。みんな上手くいくわけな
いのに、何であの人は上手くいってるんだ。あの
人は、きっと悪いことや、ずるいことをしたから
上手くいっているんだ」というふうにとらえてし
まう方たちがいます。勉強に身が入らない、受験
に身が入らないことで、また就職活動にも身が入
らないという方もいます。
人とのかかわりが少ない仕事を選んでしまう、

あるいは性別が隠せる仕事ばかり選んでしまう、
などといった問題もあります。特に性別を同僚に
も隠したいと思った場合には、医療保険につい
て、会社での健康保険などの社会保険がなくて国
民健康保険で勤められるような職場とか労働形態
でしか働けないという方も、中にはいます。

LGBTでもつきやすい仕事と書きましたが、住み
込みの売り専、風俗営業ですね。あとは、飲食業
等での非正規雇用、あと、工業系等、現場仕事の
日雇い労働を選ぶ方もいます。
就職できない。仕事が続かない。仕事をすぐに

やめてしまう。非正規、低所得、失業という方も
いますし、逆に、こんな自分が働き続けるために
どうしようということで、過度に仕事を頑張り過
ぎてしまう、ワーカーホリック的になってしまう
方もいます。セックスに関していえば、セーフ
セックス、コンドームを使った安全なセックスに
モチベーションが上がらず、HIVや性感染症を抱
える方も、少なくありません。
その結果として、行政機関、医療機関、福祉機

関とかに繋がる、こうしたことが必要な状況に
陥っている人が多くいます。
しかしその一方で、LGBTの場合は困難が単独の

ケースだと相談に行かず重複、深刻化するまで我
慢をしてしまう人が少なくないということがあり
ます。実際、自分のところに相談に来るケースで
も、もっと早く来てくれれば、それが単独の課題
のときに来てくれればという方が、少なくありま
せん。
中には、「行政や議員に相談をしたり支援を受

けるやつは、自力でがんばらない悪いやつだ」と
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思ってしまっている人も少なくないということが
あります。
これはこれで、成功体験がない中で、「自分は

失敗体験しかないのに、成功体験を得ている人
は、何か自分と違う特殊なことをしているんじゃ
ないか。自分はそんなやつと一緒にならない」
と、自分は不幸な状態だけど、それを正当化して
しまうというような方も中にはいます。
これは、余談かもしれませんが、こういった状

況の中で、声を挙げたりだとか社会運動をするな
どが起こりにくい状況にもなってきます。また一
部の当事者、活動家が、後ろから飛んでくるやり
によって消耗して消えていってしまう状況もある
と書きましたが、実際、自分が2007年、初めてカ
ミングアウトして選挙に出た際も、マジョリティ
の側から批判をされてくる方もいましたが、むし
ろ、LGBT当事者の中で「目立ったことをしてくれ
るな」「あなたばかりが代表例と思われてしまう
と、みんなそうだと思われるから困る」とか、さ
まざまな批判が飛んできました。また、LGBT以外
のこともたくさん、自分は議員としてバランスを
考えながらやっているはずなのですが、LGBTの中
から「LGBTのことだけやっているのは税金どろぼ
うだ」みたいな批判が来ることもあります。
なので、私は何とか、大丈夫なのですが、打た

れ弱い人は、つぶれてしまう人が少なくないとい
うこともあります。
次に、相談事例です。具体的に私のところに相

談に来たケースですが、「鬱病を抱えています、
HIV、エイズも陽性です。それで、ドメスティッ
クバイオ㆑ンスの被害をパートナーから受けたこ
とをきっかけに相談に来た」というケースです。
「LGBTであることで、家族から暴力を受けて逃げ
てきて、鬱を抱えて失業中」というケースもあり
ます。
これは、生活保護絡みになってくるような相談

ですし、シェルター等に何とかしなければいけな
い状況になるのですが、このとき課題になったの
は、区が相談を受けた際、区はシェルターを持っ
てないんですね。それで、東京都経由で紹介して

もらったシェルターは、この当時、個室のところ
は一部屋しかなくて、そこが埋まっていたので、
男性同士の相部屋にしか入れない、だけど、「男
性間の、同性間のDVを受けた人をそこに入れる
の？本人もそこに入りたくないって言っている
よ」ということがありました。
しかし、NPOですとか、そういったところでは

民間シェルターも出てきていますが、なかなか公
的窓口でシェルターにつながっているところは少
ないという状況です。
あとは、「元連れ合いと別れて、その後も同居

はしてきた。だけど、鬱で仕事を失ってしまっ
て貧困状態になってしまった。元彼といっても、
今、彼ではないという状況の中で、家賃が折半で
きないなら出て行ってということで追い出されて
しまった」というケースですが、これも、追い出
されてしまって、もう今日、行く場所がありませ
んという状態で相談に来たケースでした。
失業した状態とか鬱になってしまった状態と

か、あるいは、連れ合いから出て行ってと言わ
れている状態のときに来てくれれば、他にも打
つ手もあったのでしょうが、結局、追い出されて
しまった状態で来てしまったので、なかなか行く
場所が見つからなかったというケースがありまし
た。
たしかこのときは、自分の知り合いの障がい者

関係のグループホームの立ち上げ準備をしている
方がいて、まだ部屋が空いている状態だったの
で、開設前の施設に入れてもらったことがありま
した。
あとは、「HIV陽性で、それをきっかけに精神の

障がいも出てしまった。でも理解のある職場で、
自分の働けるペースでの就労はしていきたい、そ
のための就労に向けての訓練を受けたい」という
ようなケースでした。
「HIVがあることで、いらぬ心配を受けてしまっ
て、なかなか行くあてがないのではないか」と、
本人が心配していたケースなのですが、就労継続
支援B型の障がい者施設の職員と話をして、HIV陽
性のこの方の受け入れをしてもらったということ
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がありました。
この施設のほうでも、保健師さんに何度も来て

もらって、研修もしてもらい、万全の態勢を調えま
したという形で入れてもらうことができました。
また、職場で性的指向、性自認がばれてしま

い、それによって、性的な行為を職場の中で、強
いられてしまったと。それが苦痛で逃げ出したの
だが、逃げても行く場所がないのでホーム㆑ス状
態になってしまったというケースです。
その方の場合は、自分の体を性的に提供するこ

とで、毎晩食事と寝床を与えてくれる相手を探し
て、その相手のところに行く。次の日はまた別の
人を探して、その人のところに行くということを
繰り返していたという方です。
やはり、その方の場合も、同性の人が複数いる

場所に行くのは困難であるという形で相談を受け
ました。

LGBTの場合、男女の振り分けというところで、
課題を抱えてしまう方が少なくないということが
あります。
あとは、「依存症回復者で生活保護を受給して

います。生活困窮者向けの施設に入所もしまし
た。何とか相部屋でもいいやと思って入ったので
すが、やはり、相部屋状態を早く解消したいので
早く自分は家を探して引っ越したい。でも、生活
保護の担当のワーカーさんからは、もうちょっと
自立に向けて訓練が進んでから出ましょうねと言
われてしまう。自分が、LGBTであることによって
抱えている困難な部分を、生活保護のワーカーさ
んはよくわかってくれていない」というケースで 

した。
こうした場合も、ワーカーさんのほうは、LGBT

はこういうものとか、こういうことに困りがちだ
ということを、知らなかったわけではありません
が、どの程度深刻なのかということが、やはり実
感を伴ってわかっていなかったので、本人の性的
指向での困難さよりも、自立の能力っていうとこ
ろにばかり目が向いてしまっていたということが
ありました。
また、「同性二人で、共同名義で借りられる部

屋がなかなか見つからない。不動産屋さんに行っ
ても、大家さんの事情や不動産屋さんの事情で、
断られてしまう」というケースや、「何とか一方
の名義で契約はしました。そこにもう一方が勝手
に住んでしまっています」というケースですが、
後者の場合、大家さんにばれてしまって、契約違
反だから出ていってほしいと言われてしまったと
いうような場合があります。
こうした場合に中野区の住み替え支援、後で触

れますけども、区の相談窓口で相談をして、何と
か共同名義で借りられる住宅を探せる仕組みづく
りを進めてきました。しかしあるとき、私に電話
がかかってきて、「石坂さんが住宅相談してくれ
るって聞いたんですけど」という電話だったんで
すね。そこで、「私ではなく、区の職員が担当し
てくれるので、私も同行できますよ」と話はした
のですが、「あっ、でも区の職員にカミングアウ
トしなきゃいけないんだったら、いいです、やめ
ます」と言われてしまったケースがありました。
あとは、家を飛び出して、住み込みの売り専、

風俗営業で働いてみたけれども、顧客から暴力を
受けて退職をしたというケースですね。
これも、住まいの問題も絡みますが、顧客から

暴力を受けてきた。その売り専で働いていたとき
も、まあ、㆑アなケースだとは思いますが、辞め
るときに、いろいろと条件をつけられて、何万円
払わないとやめさせないとか、売り専の経営者の
トップの人から、マルチ商法に入らせられたと
か、そうした方なんかもいます。
やはり本人は必死な状態で、行く場所がないか

ら住み込みの売り専で働いているわけですけれど
も、そこに悪い意味で目をつけられてしまって、
不利な状況で働かされてしまっているという場合
があります。
中野区にもパートナーシップ制度が欲しいとい

う声がやはりあります。
中野区では、後でパートナーシップの話は触れ

ますが、現状では、少なくても事実婚の男女の
パートナー同士が中野区で受けられるサービス
は、受けられるようにしていこうというような形
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で、一歩一歩進めているところにあります。また
災害時、これに関しては、中野区の区がつくって
いる緊急連絡先カードに、同性の連れ合いを指定
することもできるようになっています。
あとは、最近少し増えてきたなと思うのは、自

分が LGBTであるということでいろいろと困って
いる人がいる。その人に向けてのサービスを提供
したいとか、困っている人を雇用できるような仕
組みをつくりたいというような相談も出てきてい 

ます。
実際、そうした相談に対して、中野区の中での

いろいろな起業サポート、あるいは新規事業サ
ポートという仕組みがありますので、そういうと
ころに議員がつなぐ場合もあります。また、中野
区直接ではありませんが、中野区と連携している
公益事業体等が、異業種連携をしているような場
所、そうした機会を紹介するというようなことも
行っています。職員の勉強会で、起業について勉
強会をやったときに、その方もぜひどうぞという
形で、参加をしてもらうこともありました。
次は、中野区の具体的な取り組みです。どうい

う取り組みをしてきたのかですが、同性のカップ
ルが共同名義で借りる住宅が見つからない場合で
すね。中野区はもともと、高齢者のみであった
り、ひとり親家庭、障がい者を抱えた世帯に対し
て、なかなかやはり不動産屋さんが渋い顔をする
ケースが多いので、区のほうが相談に乗りますよ
と。それによって、区の紹介で不動産屋さんに行
けますよと。それでも見つからなければ、区が不
動産屋さんから情報を取り寄せて、あっせんしま
すよという仕組みがあるのですが、この対象の枠
を広げる形で、同性のカップルが、あるいは同性
の友人同士であっても、住み替え支援が使えるよ
うな形をとりました。ですので、一応、同性愛者
であること以外でも、経済的な理由でのルーム
シェアも対象にはなっています。
そして、先ほど少し触れましたが、こうした防

災緊急連絡カードというものを区がつくっていま
す。そして、ここの部分が連絡をしてほしい家族
「等」になっているんですね。

行政の側の想定は、遠い親戚とかその辺を想定
していたらしいのですが、「これは、同性カップ
ルの場合どうなの？」というときに、「本人にそ
の意思があれば、拒めないはずですよね」という
話をしていき、では、同性のパートナーでも、こ
こに書いていただいてくださっていれば、区のほ
うで把握し次第、災害時に安否情報を伝えること
ができるというような形をとりました。
これは、もらってくれる方が少なくて、かなり

奥のほうにしまわれていたので、以前、行政の職
員が保管場所や存在を知らなくてそれを受け取り
にいった方がもらえなかったというケースがあり
ました。
私が改めて行って調べてもらったら、出てきま

した、奥のほうから。ですので、ぜひ、できた仕
組みは使ってほしいなというところでもあります。
次に、同性間DVに関してです。これについて

はたまたまいいタイミングでできたというのがあ
りまして、地方の裁判所で、同性間のDVがDVと
認められた事例がありました。また国のほうで
も、デートDVの対策を始めていた時期でもあり
ましたので、「同性パートナー間のDV」として異
性間の夫婦と同じような感じで扱ってほしい、例
えそれが難しかったとしても、同性間でもデート
DVはデートDVでしょうということで、行政側に
話を持っていくことで、その後の受け入れ先の問
題は残りますけども、相談対応はするようになっ
たということがあります。
ただ、これには課題がありまして、その後、こ

れは中野区でつくった後に、東京と大阪の高等裁
判所の裁判官が、同性間のDVはDVと認めないと
いう見解を雑誌に書いてしまったので、ちょっと
これは、今からだと、もしかしたらつくるのは難
しいかもしれません。中野区はいいタイミングで
つくることができました。
あとは、啓発です。中野区内の当事者団体と共

同開催という形で、住民向けのトークイベントを
行いました。これは、区長をはじめとして教育長
や中野区のLGBT当事者、区の医師会の会長も登壇
するという形で、トークイベントを行いました。
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来た方も、区長が、区の管理職全員に呼びかけ
てくれたので、区の管理職は相当参加し、民生・
児童委員の方、町会関係の方も数多く参加してく
れました。そして係長6年目研修でも、LGBTの当
事者団体から講師を招いて研修をすることができ
ました。
また区の10カ年計画、今後の10年の計画をこう

進めていきますよという計画の中で、LGBT等の人
権が入ったりですとか、現在策定中ですが、ユニ
バーサルデザイン推進条例、推進計画を今年度中
に作成をして、実行に移されていくという流れに
なっています。
さらに、夫婦間で代理ができる手続についてで

す。夫婦であれば住民票が同じ住民票になってい
ますから、併せて夫婦分の住民票が取れるとか、
お子さんがいる場合に、子どもの保育園の入園手
続ができる等々がありますが、こうしたものに関
して、世帯が一緒にできない場合の同性カップル
の場合や、自分の連れ合いの子どもの保育園の入
園手続をしたいというときにも、公正証書を作成
して、必要な項目が書いてあれば、代理として認
めますよという形にはなりました。
この話は、渋谷区のパートナーシップ制度、こ

れは条例ができていますが、その条例は、公正証
書があることを担保にして認めるという形になっ
ています。
「では、条例がなくても、この担保になってい
る公正証書があれば何かできるのでは？」という
ことを、渋谷区でいろんな活動をしている方とも
話をして、公正証書があればできることを、少し
拡大することができました。
では、他の自治体はどんなことをやっているの

かということですが、多摩市と文京区の例を挙げ
ます。
多摩市や文京区は、男女共同参画に関する条例

があり、その中で、性的マイノリティ、LGBT、性
的指向、性自認に関連するような差別をしないよ
うにしていくとか、相談の受け付けができるよう
にするとか、そうしたことを行っています。
あとは、住民向けの啓発とか、携帯できる形で

の職員向けの啓発カードですね。LGBTの区民に対
してはこう対応しましょうね、こんなことに困っ
ていますよというようなことが書かれています。
また、中学生に向けて出前講座という形で、LGBT

も含めた子どもの人権やダイバーシティについて
取り上げていく取り組みを、多摩市や文京区で
は、それぞれ進めてきています。
また大阪がいろいろな取り組みをしています

が、大阪府公社住宅への同性カップルの入居を認
めました。
今は、各自治体㆑ベルで可能になりましたが、

このときは、まだ公営住宅法で区営住宅、府営住
宅、都営住宅等、入居条件が決まっていましたの
で、公営住宅ではない公社住宅のほうの入居を認
めたケースでした。あとは、最近ですが、大阪市
では同性の男性二人のカップルも里親になること
が可能で、実際なったというケースが出ました。
大阪市淀川区では、LGBT支援宣言という形で
支援をしますという宣言をし、具体的な取り組み
をどんどん進めていくっていうことをやってい 

ます。
この支援宣言、今は淀川区以外にも広がってい

ますが、皮切りが淀川区でした。
あとは、条例方式でのパートナーシップ制度で

すね。パートナーシップ制度は、条例方式と要綱
方式があります。
渋谷は、議会の議決を経た条例という形になっ

ていますので、条例であることによって、権利義
務を付与するとか、罰則を設けるということがで
きるようになっています。また、条例が条例を上
回ることはできますので、渋谷区は、区営住宅に
同性カップルが当然入ることができ、同性のパー
トナーに対して人権を保障しないような企業等が
あれば、その企業は実名公表するということも可
能な条例になっています。
ただ、この実名公表を安易にしないようにと、

議会のほうからの付帯決議がついているというこ
とはありますが、条例上は実名公表が、可能では
ある形になっています。
やはり、条例になっていることで、区としても
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そうですし、民間に対してもさまざまなことを求
めることができるようになっています。
対する世田谷区では、要綱方式という形をとっ

ています。要綱は条例ではないので、議会を通す
必要はありません。区長独自でできます。
ただ、区長独自でできてしまう部分で、議会の

議決を経ていないので、権利義務に関することと
かはできません。ですので、差別的な取り扱いを
している企業があったときに実名公表するとか、
そういうところまではできないということと、あ
とは、区営住宅に関しては、このパートナーシッ
プ宣誓証明ではできないので、別途、最近、条例
改正をして、区営住宅に同性のカップルの入居が
可能になりました。
世田谷の場合、強制力はないとはいえ、こうし

たものを行政が認めているということで、実際に
企業が何らかの配慮をするケースが多々出てきて
います。
そして、中野区はパートナーシップ制度はない

よ、どうするの？どうなっているの？という声も
よくいただきます。
中野区の事情もありますが、中野区の現状で

は、10カ年計画の中で、人権意識の向上と多様な
人の参画推進を目指していくという中で、LGBTも
例示されてますよとか、ユニバーサルデザイン推
進条例、まだ作成中なので、作成に向けての審議
会答申しか出ていませんが、この審議会の議論の
中で、誰もが、多様な人がという表現だけでなく
て、その中できちんと提示する形で、LGBTとか性
自認、性的指向という言葉も入れ込みましょうね
という動きが出てきています。
中野の場合の限界として、議会の状況的に条例

を通すのが難しいだろうと。実際、条例方式は渋
谷区でしか実現してないということがあります。
保守系の議員が一定数いる地域では議会を通すの
が難しいということがあります。
あとは、要綱方式の場合だと、LGBTのことに限

らず要綱は権利義務が付与できません。区長が乱
発しようと思えば乱発できてしまうので、民主制
度として条例が望ましいという判断を、中野区は

現段階ではしています。
また、自治体ごとの違いですが、LGBTの当事

者、家族や住民のニーズは地域によって異なって
います。LGBTの当事者、家族、住民のニーズに応
える力、これは、権限がどの程度あるのか、財政
的にどれだけお金をかけられるのか、職員の理解
度とか能力はどの程度あるのかというのも、地域
で異なります。LGBT当事者向けの施策、この優先
順位、これは当事者が考える優先順位もあります
し、区民の有権者・行政が考える優先順位や緊急
度もありますが、これによっても異なってきます。
あとは、LGBT当事者の人口の違い、特に都市部

に流れ込みがちですね。あと、声の大きさとか、
そういったところによっても影響を受けます。
あとは、有権者の住民の意識ですとか、議会の

状況も異なりますし、既存の仕組みで、これを活
用すればできるかなというような仕組みがあるか
ないかということも、地域ごとに異なっています。
こうした地域差があるというところではありま

すが、自治体が取り組むことのメリットもたくさ
んあります。
それは、自治体ごとに住民のニーズに合わせた

取り組みができるんですね。違いがあるからこ
そ、ニーズに合わせた取り組みができます。こう
したさまざまな取り組みができるがゆえに、自治
体ごとに先進的な取り組みもできれば、試しに
やってみようと、試行的な取り組みもできます。
また、縦割り行政といわれますが、国の省庁よ

りも垣根は低いです。厚生労働省と国土交通省の
間では、人事交流でなければ異動はありません
が、区の場合は、いろいろな部、あるいは課の間
で人は異動していきます。ですので、他の部署と
連携した取り組みがしやすいということがあり 

ます。
あとは、先行自治体の取り組みを踏まえて、自

分のところはさらにもっといいものにしよう、
もっと自分のところに合わせた形で方向を変えて
いこうということがやりやすいということが、自
治体の場合のメリットとしてはあります。
ただ、逆に、限界としてあるのは、法律があっ
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ての上での自治体になってしまいますので、法律
に反したり、法律と矛盾が生じてしまうような条
例や要綱をつくることはできません。渋谷のよう
な罰則例はありますが、何年かの懲役刑ですとか
何百万という罰金のようなことはできません。
また、性別要件を満たしてないトランスジェン

ダーの方の性別変更を、住民票上、うちの子だけ
やりますよ、うちの市だけやりますよということ
も、法律に抵触するので、できません。
あとは、相続、婚姻、特別養子縁組などは、自

治体では認めることができないという形で、限界
はあります。
ただ、実態として、相続が必要なケース、実態

として婚姻状態だよというケース、特に㆑ズビア
ンカップルですと、一方のほうに子どもが、ある
いは双方に子どもがいるケースもありますので、
こうしたものも自治体がどこまでできるのかとい
う問題はありますが、何かしらしていかなければ
いけないという問題意識は持っている職員が増え
てきているのはあります。
また、地方が多様な対応を行うとどんなことが

できるの？ということですが、海外の例ですと、
アメリカ合衆国、これは同性婚が実現しました
が、その背景には、国民の51％以上が同性婚にイ
エスと言ったという中で、オバマ大統領は動いた
ということがあります。
なぜ 51％に上ったのかといえば、アメリカは

州独自でできますから、州㆑ベルでの婚姻の仕組
み、あるいは同性パートナーシップの仕組みが整
備されてきて、それになじんでいる人が増えてき
たことがあります。
台湾の例ですと、政権交代が地方でも国でも進

んだ結果、急ピッチでパートナーシップ制度がさ
まざまな自治体に広がったり、当事者が脈々と裁
判所に訴えて、判例を積み重ねてきた結果、国会
で議論がなされている最中に、司法判断でゴーサ
インが出ました。
最後に、これは私の活動報告、LGBT版でつくっ

たものの写真を載せていますが、「中野区 LGBT便
利帳」という形で、今、中野区でどんな仕組みが

使えるの？というのを、さまざまな取り組みがで
きるようになってきたということで掲載をしてい
ます。
今、お話しした資料はばっとプ㆑ゼンテーショ

ンソフトで流してしまいましたが、お配りしてい
る資料にQRコードとURL載せていますので、そ
ちらからダウンロードしていただくこともできま
すし、あと、この後の質問タイムもありますが、
もっとこれ、わからなかった、聞きたいというこ
とがあれば、私のメールアド㆑ス等も、アド㆑ス
とQRコードをつけていますので、ご連絡いただ
ければ、回答できる範囲でお答えしたいなと思っ
ています。
という形で、私のほうからはお話としてまとめ

させて、こういう形で話をいたしましたが、ま
た、後半のところで、もっと、どうなの？という
ことについては、忌憚なく寄せていただければな
と思います。
では、どうもありがとうございました。

藥師実芳氏：ありがとうございます。
ご紹介をいただき、ありがとうございます。

NPO法人ReBitで代表をしています、藥師実芳と申
します。
今日は、貴重な機会をいただいて、ありがとう

ございます。
私からは、先ほど、石坂先生の話にもありまし

たが、子どもの部分について、特化をしながら話
していきたいというふうに思っています。
多様な性を持つ子どもと教育現場について考え

るということで、あと45分、お時間をいただいて
話していきたいなと思います。
私は、社会人5年目になるんですけれども、実

は、この 4月から、早稲田大学の教育学研究科の
修士1年にも入学しています。なので、私自身も
大学院生でもあるというような状況であります。
いろいろな学校とか行政とか企業様で、LGBTの

お話をしたり、いろいろな行政の機関で委員をさ
せていただいたり、キャリアカウンセラーでもあ
りますので、800名を超える LGBTの就活生を応援
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したりとか、LGBTに関する入門書を書いたりと
か、そのようなことをしております。
今日、皆様の貴重なお時間をいただいて、2つ

のことをお話ししたいと思います。
1つ目、子どもと教育の現状ということ。2つ
目、現行の取り組みということについてお話しを
したいと思います。
その前に、少しだけ、団体の紹介をさせてくだ

さい。
弊団体、ReBitと言います。Bit、少しずつを、Re、
何度でも繰り返すことで、社会がよくなるといい
なと、そんな願いを込めて立ち上げました。

LGBTを含めた全ての子どもが、ありのままで大
人になれる社会になったらいいなということで、
LGBTの子ども、若者に特化している団体です。
もともと私が大学2年生のときに、早稲田大学

の学生団体として立ち上げまして、2014年にNPO

法人になりました。これを運営しているのが、今
でも大学生や 20代が中心に、もうすぐ 400人とい
うところで、若手が若者のためにやっているよと
いうところが、特徴的な組織でございます。

3つのことをしています。
LGBT教育、後ほどお話しするので、2つお話し

します。
LGBT成人式といって、全国15地域でLGBTの、特

に若者に向けたイベントを運営しています。
LGBT就活といって、就活生800名以上の支援で

すとか、企業様合同研修を含めると 200社を超え
る企業様への研修提供、もしくは、神奈川県と共
同した就労システムの改善ということで、今、3

年間、取り組ませていただいたりしております。
ReBit、3つの事項をしているんですけれども、
立ち上げ当初からずっと行っているのが、LGBT教
育という事業です。学校現場でLGBTのことを知っ
ていただきたいなということでやっている事業で
す。大きく 2つのことをしています。
出張授業とか研修ということで、小学校1年生

から大学生、内閣府を初めとしたいろいろな行政
機関とか、教育委員会の皆様とか、学校の先生と
か、そういった方々に向けて、年間200回ほど講

演をさせていただいり、あとは、先生方ですとか
子どもに向けた教材を、いろいろな出版社だった
りとか、自治体と連携して、4万部を超える教材
の提供をしています。また後ほど、ちょっと動画
を見ていただきたいなと思います。以上が、団体
の自己紹介でした。

ということで、LGBTの子どもの現状ということ
を話していきたいなと思うんですけど、一つ、ク
イズをやらせていただいていいですか？
この中で、何人の子が LGBTの人だと思います

か？
答えは 6人全員なんです。ここで何を言いた

かったかというと、見た目だけで LGBTの子ども
かどうかって、わからないですよねって。大人に
なっても、なかなか見た目だけでわかることは少
ないと思うのですが、子どものときも見た目だけ
ではわかりません。
だからこそ、LGBTの子どもの課題というふうに

言ったときに、LGBT、国内7.6％、13人に1人とい
う数字があったりしますけれども、13人に 1人の
子どもを見つけて、その子に対応するということ
が大事なのではなくて、どの子どもがLGBTであっ
てもなくても、安全に過ごせる学校現場、家庭と
か地域づくりというのが、何よりも大事なんじゃ
ないのかなというふうに思っています。
ということで、13人中13人の子どものために、

LGBTのことは大事だと思っています。
LGBTの話、もしくは性のあり方、セクシュアリ
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ティの話をすると、それって性の話、恋愛の話だ
けで、子どもの話じゃないでしょうと言われたり
するのですが、そのようなことないんですね。ア
イデンティティの課題です。誰とどう生きるかと
か、進路を、どう働くかとか、どの地域で暮らし
ていくかとか、そういったライフプラン全てにか
かわる話です。
だからこそ、LGBTであることを否定的にとらえ

られることは、自尊感情の低下につながりやすい
とも言われています。
実際に、LGBTの子どもの現状を見ていきましょう。
例えば、いじめや暴力を受けたことがあるLGBT

の方、7割くらい。内12％は、担任の先生からの
暴力だったという調査です。
不登校を経験したことがある性同一性障がいの
方は 3割、死にたいなと思ったことがある性同一
性障がいの方は 6割。それで、その死にたいとい
うピークというのは、二次性徴期、小学校高学年
から高校の間の子どもの時代であるというところ
が、一つ、特徴的なんですね。
ほかにも、ReBitが出張授業時に聞いているア

ンケートの結果から、「ホモネタ」とか「オカマ」
とか、「おとこおんな」とか、そういった LGBTを
差別揶揄する言葉を見聞きしたことがある生徒
は、小学校5年生から高校生、どの学年で聞いて
も、8割から9割が聞いたことがあると答えていま
す。LGBTに関する揶揄を小学校のころから聞いて
いるということですね。
しかしその反面、LGBTとか多様な性に関して知

る機会があった高校生は、1割未満です。
つまり、自死念慮の第一ピークである、小学校

高学年から高校の二次性徴期に、日常的に LGBT

に対する揶揄を聞きながら、9割以上の子どもが、
正しい情報や自分を肯定できる情報、もしくは誰
かを尊重できる情報が、届いてない現状であると
考えられます。

1つ、データを見ていきたいと思います。
寄り添いホットラインという、厚生労働省の
委託事業でもある 24時間の無料電話相談があり 

ます。

こちらには、セクシュアル・マイノリティ専門
の回線があり、その回線に年間約50万件相談電話
がかかってきます。受話件数、とれた件数で見る
と、そのうち半数以上が10代から20代の若者から
の相談電話だといいます。

LGBTの子どもに会ったことがないと言われる方
もいらっしゃいますが、LGBTの子ども・若者は社
会的に可視化しづらく、見えないからいないとい
うことではなくて、見えないし、言えないからこ
そ、周りに認識されないからこそ、困ったり悩み
が解決できないといえます。

LGBTの子どもが学校で困りやすいことを 5つ
の軸に体系化して、声を届けていきたいと思い 

ます。
子どもが学校で困りやすいこと、5つの内、1 

つ目。
男女で分けられることに困りやすいです。学校

で男女に分けられることは、少なくありません。
トイ㆑だったり制服だったり、修学旅行の部屋、
風呂、部活、健康診断、持ち物、学校によっては
「さん、くん」わけ、班わけ、並び方など、いろ
んなものが男女で分けられることがあります。
特に、身体の性と心の性が一致しないトランス

ジェンダーの子どもにとっては、困りやすいで
す。声を聞いていきましょう。

20代のMTFのトランスジェンダー、身体の性が
男性として生まれて、心の性が女性の方が話して
いました。
小学校の低学年のころから、立ってトイ㆑で用

を足すのに抵抗がありましたが、学校で個室を使
うと、あいつウンコしてんじゃないのとからかわ
れるので、給食の時間等に体育館やプールの裏な
ど、人気のないトイ㆑に行っていました。

FTMのトランスジェンダー、身体の性が女性と
して生まれて、心の性が男性の方が言っていま 

した。
女子の制服が嫌で、中学のときに、スカートの

下に常に体育のハーフパンツをはいていました。
反抗でなく、制服が嫌だったからなのですが、い
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つも指導の先生に、頭ごなしに怒られて辛かった
と言っています。
このように、男女で分けられ困る子は、特にト

ランスジェンダーの子どもに多いですが性的指
向や性自認を問わずに困る子もいると考えられ 

ます。
困りやすいこと、2つ目。
LGBTがいないことが前提になっていること。
20代のゲイの子が言っていました。
歴史の授業で、あの武将たちは男同士でできて

いて、ホモでできてたらしいぞって、先生が冗談
で言って、クラス全体が笑った。自分も笑わない
と、ゲイであるとばれてしまうのではないかと
思って必死に笑ったけれども、自分で自分のこと
を笑っているようで辛かったし、この学校ではカ
ミングアウトできないなと思いましたと言ってい
ました。
このように、学校の先生がLGBTをネタにするこ

とっていうのは、少なくないんですね。
クラスの中に、LGBTの子はいないと思ったり、

もしくは、体が男の子であれば、みんな男らしく
するのがいいよね、体が女の子であれば、みんな
女の子らしくしたいと思っているよねというこ
と、もしくは、みんなが異性愛者だよねというこ
とが、教育の前提になっていると、そうじゃない
子どもたちというのは、すごく困りやすいのかな
と思います。

3つ目に困りやすいこと。
正しい知識にアクセスできないということ。
先生だったり、保護者の方に、正しい知識を教

えてもらえない。
FTMのトランスジェンダー、身体の性が女性と

して生まれて、心の性が男性の方が言っていまし
た。小学校で性同一性障がいという言葉を知った
ときに、もっと知りたくてインターネットで情報
を探したのですが、例えば、仕事ができないよと
か、ホルモン注射等の治療をした場合寿命が30歳
など、うその情報が当時は多く、どう生きていけ
ばいいのかわからなくなってしまいました、との
ことです。

20代のゲイの子が言っていました。
テ㆑ビの中でも学校でも、男性が好きな男性っ

て、笑われる対象だったり、きもいって言われる
対象だったから、自分のことを気持ち悪い存在な
んだなあっていうふうに思っていました、という
ことですね。
正しい情報にアクセスできないからこそ、自分

を否定したり、生きていけないのではないかって
いうふうに思ったり、もしくは、死ぬしかないの
かなあというふうに思ったりする子どもたちがい
ます。
困りごとの 4つ目は、身近に相談できる人がい

ないことです。
周りの不理解から相談できなかったり、相談し

ても否定されるということですね。
FTMのトランスジェンダー、身体の性が女性と

して生まれて、心の性が男性の方が言っていまし
た。高校のとき、女子の制服から男子の制服に変
えたいと、学年主任の先生に意を決して相談をし
たら、勘違いなんじゃないのか、そんなの気にし
なくていいだろうと、否定的な対応を受けて、そ
れから先生に相談しても無駄なんだなあと思いま
したという内容です。
㆑ズビアンの人が言っていました。
小学校6年生から㆑ズビアンかなあって思った

とき、お母さんに、女の子が好きなんだと言った
ら、あんた㆑ズみたいで気持ち悪い。どんな大人
になるか心配だよって言われて、ああ、お母さん
さえ、こう言うのだったら、絶対人に話してはい
けないのだなって思いましたと。
また、FTMのトランスジェンダー、身体の性が

女性として生まれて、心の性が男性の方が言って
いました。
中学のころ、いじめられていた。本当に女なの

かって、制服を脱がされたり、上履きをトイ㆑に
入れられたり、全学年の人には、男みたいでキモ
い、㆑ズって言われていたけど、誰にも相談でき
ませんでしたと言っていました。

LGBTの 7割がいじめを経験するという調査があ
ります。いじめ自体も相談しづらいことですが、
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性的指向や性自認と関連するとより相談しづらく
なって、深刻化するケースも少なくありません。
最後の困りごとは、ロールモデルが見えず、大
人になれないのではというふうに思うことです。
ゲイの人が言っていました。
LGBTの大人にあったことがなかったから、仕
事をしたり、家族やパートナーを持ったり、友人
関係を築いたり、普通に生活している姿をイメー
ジできなかった。将来に対する不安がいつもあっ
て、進路を決めるときも、なかなか勉強に身が入
りませんでした、と言っていました。
普通に生きていけるとか、大人になれるとか、

この地域で暮らしていけるっていうイメージがで
きないことで、進路選びや将来像を描く上で、困
ることが多いということです。
こういったLGBTの子どもの困り事に対して、必

要であること、大きく 3つだと思っています。
1つ目、教育関係者が、LGBTについて知る機会

が増えていくこと。
教員の養成課程の中に、LGBTについての学びが
入ることで、これから先生になる方がLGBTについ
て知ること。また、教職員に対し、人権研修の中
などで、LGBTについて知ること。

2つ目に、子どもが LGBTについて知る機会を提
供していただくということ。

3つ目、LGBTの子どもと家族の支援体制を整え
るということで、地域の中で孤立しやすいLGBTの
子どもとその家族のための居場所やサポートの体
制を各地域でつくることが大切だと感じます。
このような取り組みをすでにしている好事例も

あります。
LGBTと教育における国の取り組みを時系列でお
話しします。

2010年 8月に、「子ども・若者ビジョン」の
中で、性的マイノリティに関する記述が入りま 

した。
2012年には、自殺総合対策大綱で、性的マイ

ノリティが自殺におけるハイリスク層であり、特
に、教職員の理解が求められることが明記されま
した。

2014年には、文部科学省が、全国の小中高校に
対して、性同一性障がいの子どもの対応事例を調
査したところ、606件の報告がありました。
それを受け、2015年に文部科学省から、性的マ

イノリティの子どもに対応配慮を求める通達を出
していただき、全国の小中高校に配られ、2016年
には同省から、教職員に向けた対応の手引きが作
成されました。
それまで学校現場の中に、見落とされがちだっ

た性的マイノリティの子どもが可視化され、対応
の必要性が明確化しはじめています。
ここまで、国の取り組みをお話しさせていただ

きましたが、市区町村や、都道府県の取り組みと
しても、すばらしいものがあります。
例えば、神奈川県の取り組みとしましては、県

の教育委員会が作成する人権教育指導資料や学習
教材の中で、LGBTのことを子どもたちに教えるた
めの教材や指導案が小中高校と年代別にわけ入っ
ています。
もしくは、大阪の淀川区を初めとした 3区が合

同で、教職員向けのLGBTのハンドブックを作成し
て、先生方に配った事例があります。
このように都道府県だったり、市区町村で、教

育の中でLGBTのことを届ける取り組みが進んでお
ります。
また、大阪の淀川区は、LGBT支援宣言を2013年

に出し、その取り組みの一つとして、定期的にコ
ミュニティースペースを運営して、LGBTの人もそ
うでない人も居られる場所、相談できる場所とい
うのをつくっています。
神奈川ですと横浜や横須賀、東京ですと渋谷、

世田谷など、居場所や相談できる場所をつくる取
り組みは、増えてきています。
ここまで自治体の取り組みでしたが、自治体以

外の取り組みも紹介していきたいと思います。
今年の 4月から、高校の教科書の一部で、初め

て LGBTという言葉が使われました。
例えば家庭科だったり英語だったり、公民とか

いろんな教科書の中でLGBTという言葉が使われる
ようになりました。



　現場発 ! LGBT から考える多様性ある社会、人権としての性 　 ｜ 17

ほかにも福岡市の副読本の中で、小学校の5、6

年生の人権読本『ぬくもり』という中で、FTMの
トランスジェンダーの方とそのパートナーさんの
お話とが載りました。
ほかにも、幼稚園のころからLGBTについて知れ

るための取り組みが、いろいろな出版社により進
み、LGBTに関する絵本というのが少しずつふえて
きました。
例えば、『タンタンタンゴはパパふたり』と

いって、雄のペンギン 2匹が子どもを育てるよう
な絵本もあります。ほかにも小学生向けの絵本
で、ポプラ社から『いろいろな性、いろいろな生
きかた』というのが出版されました。
このように子どもが多様な性について知るため

の教科書や副読本、絵本等が、国内でも少しずつ
増えてきています。
きょうは、立教大学様でお話をさせていただき

ますので、高等教育機関の事例も幾つかお話しし
たいと思います。
例えば、国際基督教大学が、Center for Gender 

Studiesというセンターというのを2004年より運営
しております。
ここは、研究機関でありますが、学生がお茶を

しながら交流できる場所だったり、資料館として
の本が置いてあったり、情報をいつも提供してい
たり、学生から相談を受けた場合、学校との間
に立って調整をする機関としても機能していて、
LGBTの学生にとっても、セーフスペースをつくっ
てくださるような場所です。
また、LGBT学生生活ガイド in ICUということで、

ICUで困ったときに、こういうことができるんだ
よというのを、2012年よりまとめています。ま
た、性別によらず入居できる寮もつくられ、特に
トランスジェンダーの学生たちにとっては、安全
に過ごしやすい寮として期待されます。
筑波大学では、「LGBT等に関する筑波大学の基
本理念と対応ガイドライン」を発表し、大学とし
て性的指向や性自認により差別をしないというこ
とを明文化しました。
早稲田大学は、学生たちが声を挙げて、LGBT 

ALLY WEEKという、早稲田の中でALLYを増やすと
いう取り組みを学生が主体的に取り組んでおり、
学生生活課などの学校機関が後援をし、学校の中
で大きいムーブメントとなっています。
また、ジェンダー・セクシュアリティ・セン

ター（GSセンター）という、性的指向や性自認
により困難を抱える学生の支援機関が、国内の高
等教育機関で初めて設立をされました。
私が学部生のとき早稲田大学に通っていたと

きは、こういったセンターがなかったのですが、
今、大学院生として通い始めて、こういったセン
ターがあるということは、自分も安全に過ごせる
大学なんだと知れるという意味でも、通いやすい
と感じています。
また、いわゆる誰でも入れる「誰でもトイ㆑」

のところに、「ALL Genders」と書いた看板を設置
し、どの性別の人でも入れることを明記してい 

ます。
こういうふうなさまざまな事例がありますが、

必要十分かというと、決してそうではなく、これ
からも取り組みが進んでいく必要があると認識を
しています。
そして最後に、ReBit、弊団体が学校現場での

取り組みをご紹介して終わりたいと思います。
1つ、動画を見ていただきたいなと思います。

（動画視聴）

藥師実芳氏：はい、ありがとうございます。
小学校1年生から大学生、学校の先生などに向

けて、年間200回弱多様な性にかんする授業や研
修を実施している団体です。
講師が、LGBTの学生や20代だというところが特
徴で、できるだけ身近に、グループワークなどの
形式を通じてお話をします。
出張授業は 2010年から取り組んでおり、最近、

もう一つ力を入れているのが教材作成です。
中学校向け教材キット、「Ally Teacherʼs Tool Kit」

を今年の 3月に無料で公開を始めました。12種の
教材によるキットで、3つのステップで、先生が
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ALLY（理解者）になっていただくことを応援して
います。

1つ目のステップは、先生が多様な性について
知ることです。そのためのハンドブックが入って
います。2つ目のステップは、相談していいよ、
と伝えることです。LGBTのことを応援している
よという国際的なマークである 6色の㆑インボー
のステッカーが入っており、相談していいことを
伝える会話のきっかけにしていただけたらと思っ
ています。3つ目のステップとして、生徒に伝え
るということです。これは中学校版「Ally Teacherʼ
s Tool Kit」なので、中学校の道徳の授業、50分間
で多様な性について授業をしていただくための動
画教材ですとか、指導案、指導の手引き、ワーク
シート、配付資料などがそろっています。
オンラインで、全部無料で公開をしており、中

学校にはキット自体を無料で送付していますの
で、もしよろしければご覧下さい。

ReBitは、LGBTを含めた全て子どもたちがあり
のままで大人になれる社会を目指すというふうに
言っている団体です。多様な性についても伝え
たいのですが、それ以上に伝えたいことがあり 

ます。
LGBTもそうなのですが、見た目だけではなかな

かわからない違いは、子どもの中にも大人の中に
も、たくさんあると思うのです。
しかし、それは、見落とされがちだったり、自

分の中でも否定してしまうこともあります。しか
し、誰かの違いを尊重できたりとか、自分の違い
を認められたりとか、そういうふうになれたら、
すてきだなと思っています。
教育現場でも、多様な性を切り口に、多様性が
受け入れられる社会について考えられたらいいな
と思っています。
ということで、本日は LGBTの子どもたちの困

りごとや、国内の好事例、そして僭越ながら弊団
体の取り組みついてご紹介をさせていただきま 

した。
本日は貴重なお時間をいただきありがとうござ

いました。

（拍手）

（休憩）

和田悠：それでは、再開をしたいと思います。い
ただいた質問表をこちらで整理して、5つの柱を
設定したいと思います。

1つ目は、お二人のパーソナルなことに関する
こと。2つ目は、パートナーシップ条例に関する
評価、それにかかわる諸問題。3つ目は、「LGBT

議連」のこと、政治にかかわること。4つ目は、
「知る」ということと、「実際に受け入れる」とか
「行動する」ということの矛盾やギャップの問題
です。5つ目は、藥師さんへの質問になると思い
ますが、学生団体の運営にかかわることです。
まずは、パートナーシップ条例にかかわること

に関して。質問を読み上げます。これは、両者に
答えていただくということにします。
最初は LGBTについて卒業論文を書こうとして

いる学生から、お二人に質問です。渋谷区のパー
トナーシップ条例ができたことで、LGBTについて
世間に広まったと思いますが、LGBTという一時の
ブームとなり、そのブームが終わってしまうので
ないかという指摘をされている記事を見たことが
あります。この条例についての評価をお二人にお
聞きしたい。
関連する質問として、自らがカミングアウトし

た際に、あるいは、ご自身の活動がメディアで取
り上げられ際の仕方や内容について思うところは
ないかというものがあります。
「同性婚」をめぐるメディアの報道にかかわる
質問もきています。例えばパートナーシップ条例
では一応は結婚相当ということですが、同性婚を
認めたという報道のされ方があり、実際にそうい
う受けとめられ方もあるけれども、現実の法制度
では実際に同性婚は認められていない。このよう
な誤解を招くような報道について何か思うとこ
ろ、考えられるところがあったらお聞かせくださ
いということです。
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藥師実芳氏：はい、ありがとうございます。
パートナーシップ条例や同性パートナーシップ

宣誓書など、自治体の同性パートナーへの取り組
みは、いろいろなところではじまっています。
東京ですと、世田谷区、渋谷区で、兵庫の宝
塚、沖縄の那覇、あと三重の伊賀、そして北海道
の札幌など。よく混合されがちなのが、では、そ
の地域だと同性同士で結婚ができるの？と言われ
るのですが、結婚ではなく、自治体の中で、パー
トナーだということが認められるというような書
類を受け取れるというのが、特徴になります。
プラスの面として、自治体の中で同性カップル

の存在が可視化したことで、他の自治体にとって
も取り組み推進や、企業の取り組みの後押しに
なっている点も挙げられます。例えば、職場の福
利厚生や、家族に向けたサービスを展開している
企業様で同性カップルへの対応について議論する
きっかけになった事例もあります。
また、メディアの中でLGBTが多く取り上げられ

るようになったことは、広く社会に知っていただ
く上で重要だと思います。

石坂わたる氏：同性婚、同性パートナーシップ、
こうしたものが進むことによって、特に、男女間
のカップルの既存の結婚制度に対して同性間の
カップルもそこに乗るのかどうなのかっていう議
論もあるにはあります。ただ、異性間のカップル
で認められているものが同性間のカップルには認
められないよというのは、それはまたおかしな話
なんですよね。そこはやはり、一緒にしていきま
しょうと。
その際に、それこそ今ある制度に乗るのがいい

のか、そこに伴う形で、男女間の婚姻制度を見直
すのかというところはあり得るかもしれません。
ただ、やはりそこで、男女間であればいいけれど
同性間はだめだよというふうにしておくのは、や
はり望ましくないのではないかというふうな思い
を持っています。
また、自治体㆑ベルのパートナーシップ制度、

これには限界はありますが、逆に限界があるとい

うことで、パートナーシップ制度を使ってみたけ
ど、ここが不便だよ、不都合だよという点が出て
くると思います。
やはり、そうした声をしっかりと集めて集約し

て、それを自治体ごとにさらに改善していくと
か、その重ねていく中で、やはりこれは国㆑ベル
で何とかしなければいけないよねという機運の醸
成にもつながると思うので、やはりできるところ
からやっていくということがあるのかなと思い 

ます。
ただ、パートナーシップ制度、これができれば

全ていいのかというわけでもないわけで、やはり
パートナーシップ制度は、あくまで一つの制度で
手段なんですよね。その手段をもとに何をしてい
くのかというのは、当事者に求められているとこ
ろでもあります。
当事者の中でもともすると、同性パートナー

シップができた、よかった、これで完了だと思っ
ている人も中にはいるところではあるのですが、
やはりそこは、1本目のスタートではあると思う
ので、そこから何をしていくのかということを踏
まえて考えていかなければいけないかなと思い 

ます。
特に、同性パートナーシップとか同性婚、いろ

いろとイメージで語られがちですけども、これ
は、連れ子がいるケースはどうするのとか、養子
縁組とかどうするのとか、いろいろな問題を伴っ
てきますので、そこは、今後議論はしっかりとし
ていかなければいけない。これは当事者の中でも
ですし、社会的にもだと思っています。
あとは、メディアの取り上げ方。同性婚であ

るかのように取り上げられてしまったことに関
しては、渋谷に行けば結婚ができるんだと思っ
てしまった当事者はかなりいましたので、やはり
そこは、誤解がないような報道をしてほしかった
ところでもありますし、あとは、イメージ先行で
さまざまな、当事者の中からも当事者でない人の
中からも批判も出てきてしまったので、やはりそ
こは、今後、正確な報道を当事者の側も求めてい
くってことも必要だなと感じています。
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メディアの取り上げ方として、LGBTブームと言
われるところがあります。
ブームで終わったら意味がないのではないかと

言われることもありますが、ブームはブームで、
そのときにいかに進めるか、あとはそれをいかに
定着させるかということだと思います。
同じようなことが 90年代に語られました。90

年代の半ばは、90年代ゲイブームと言われていま
す。しかし、この90年代ゲイブームは何をもたら
したかというと、今に脈々と続いているパ㆑ード
のきっかけにもなりました。第1回目のパ㆑ード
がこの時期でもありますし、あとは、府中青年の
家での同性愛者の宿泊利用拒否問題がありました
が、そこで裁判で勝ち取った判例が出たのも、こ
の 90年代ゲイブームの時期でした。
また、この当時、ゲイ雑誌もさまざまなものが

出ましたし、一般メディアにもLGBTのさまざまな
グループの情報などが掲載されました。そうした
状況の中で、LGBTあるいはゲイとしての第一歩を
歩み始められたという人もいます。
実は私も、その当事者の一人でもあります。自
分自身、90年代のゲイブームがなければ、多分、
今、ここにいることはなかっただろうと。そのと
きに勇気づけられて動いた人間の一人でもありま
すので、やはりこれは、ブームはブームで終わら
せたくはない。しかしブームはブームで生み出す
ものもありますので、そこはいかにブームという
ものを生かしていくのかってことも、重要なのか
なと思っています。以上です。

和田悠：石坂さんに対して質問です。パートナー
シップ条例にかかわって、自治体が国に先行して
性的マイノリティ住民への対応をするメリットと
して、先行自治体の例を幾つか参考にできると
おっしゃっていましたが、中野区で具体的に参考
にしたことのある事例は、どのようなものがあっ
たのかというのをお聞きしたいです。

石坂わたる氏：参考になる取り組みの 1つは、大
阪の淀川区はいろんな取り組みを進めています。

中野区は淀川区のような支援宣言を出していま
せんが、淀川区の取り組みを見ていくと、やはり
当事者団体と連携して進めている。やはりそこ
は、行政の職員も素人であり、その中で当事者団
体から学んで、さまざまなことを展開していくと
いうことがありました。
中野区のほうも、どうしようかというときに、

これは区が率先しても難しいだろうという中で、
行政がぐいぐい引っ張って進めるのではなくて、
中野区にある当事者団体といかに連携をしていく
のかということが第一歩ではないかという形で、
行政はあくまでも当事者団体と二人三脚のような
形で連携してやっていこうという動きが起こった
ことは、一つあるかなと思っています。行政の側
が、自分たちは知っていますよ、わかっています
よという態度ではない取り組みが進み始めてい 

ます。
あとは、先ほど触れましたけども、渋谷区の

パートナーシップ条例は、国の法律にのっとった
公正証書をいかに活用して、それを根拠にして条
例がお墨付きを与えるという形をとっているわけ
なので、中野区としては、条例はできていません
が、逆に、公正証書があればできることがあるよ
ねという形で取り組みを進めているというところ
でもありますので、さまざまな自治体が取り組ん
でいることが参考になっている部分は、たくさん
あるのではないかと思っています。

和田悠：もうひとつ、石坂さんに指名での質問。
中野区のパートナーシップ制度に反対する人の反
対理由は何であったのかということを知りたい。
議会や役所でのセクハラ、パワハラというか、条
例成立をめぐってもあったんじゃないか、その辺
のあたりについて聞きたいという質問です。

石坂わたる氏：通らない理由ですが、そうです
ね、私は当事者議員なので、いろいろな議員さん
とLGBTについて話もします。さらに、無所属の立
場なので、自民党、公明党、民進党、共産党、各
党の議員さんとも党派の垣根なくいろいろ話をす
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る機会がありますが、そうした中で話を聞いてい
くと、中野区の議員に関していうと、多くの議員
さんがLGBTの有権者と接したことがある方が多い
です。
ですので、中野区議会議員は、保守的な議員も

含めて、無所属の保守系な議員も含めてですが、
LGBTなんていないほうがいいとか、存在すると困
るとかと思っている議員は、少なくともいないと
いうふうに感じています。ただ、どこまでやって
いくのかっていうところの温度差はあるのかなと
感じています。そのときに、「同性のパートナー
シップ、これが、同性愛者が婚姻をして子どもを
持つということにつながる一歩になるのではない
か」と考える議員もいるようです。
その場合、同性の親が子どもを持つということ

に対して、私は問題ないと思っていますが、やは
りそうした中で、保守的な議員だと、子どもにど
ういう影響が出るかどうか、悪い影響が出るとは
言い切れないけども、必ずしもいい影響しか出な
いとは言い切れないという中で、抵抗感があるの
かなと思うところはあります。あと先ほど、中野
区は高齢者と若者のまちと言いましたが、やはり
70代以上の高齢者の方でも、LGBTがニュースで取
り上げられるようになってきていて、存在はして
いることは確かなんだねという認識を持つ方は、
増えています。でも、渋谷区みたいなパートナー
シップ制度はどうかねという声が、やはり70代以
上の高齢者の方から、ぽつぽつ有権者の声として
聞こえてきています。
若者は選挙に行かない層になってしまっている

ところもある中で、どうしても選挙に行く層、そ
この有権者に対して、議員の側が、「あなたはそ
うおっしゃるけれども、自分は議員としてやりま
すよ」と強く言えるところまで、自信が持ててな
いというところはあるのかなと思っています。
ただ、保守的な議員さんも、どんどん当事者の

団体の方とは交流していきたいなんていう声も一
方ではあるので、やはりそこは、当事者がどう働
きかけていくとか、今回、大阪で初めてケースが
出ましたので、そうしたケースをいかに PRして

いくのかところでも変わってくるかなと思ってい
ます。

和田悠：こちらも石坂さんを指名しての質問で
す。本日は中野区の取り組みをご紹介いただきま
したが、一昨日結成された LGBT自治体議連では
どのような活動を目指していらっしゃるのか。ま
た、国会議員との連携や協力というのは、何かあ
るでしょうか。

石坂わたる氏：議連のほうは、そうですね、きっ
かけになったのは本当にちょっとしたきっかけな
のですが、今、当事者の議員が、私が東京都中野
区でゲイで議員としています。そして、この豊島
区で石川大我さんがゲイの議員としています。あ
とは世田谷区にトランスジェンダー、MTFトラン
スジェンダーの上川あやさんがいます。そして、
今回の議連発足を機にカミングアウトした文京区
の前田邦博さんがゲイの議員としています。そし
て、今回、この 3月に細田智也さんという入間市
の市議会議員で、FTMトランスジェンダーの議員
が誕生しました。
特に、FTMの議員というのが、どうやら世界で

も初らしいという話なのですが、それでそのメン
バーで当選をせっかくしたのだから、細田さん
の当選祝いで集まろうということになったんで 

すね。
そのときに、何かできることはないかなという

話になったときに、これまで当事者議員は、23区
の区議会議員しかいなかったんですね。
それで初めて埼玉、東京以外の市議会議員が誕

生したことでもあるので、やはりこれを広げてい
きたいし、でも、どうせ広げていくときに多くの
人に知ってもらいたい。連携できる人は、マジョ
リティ側の議員にもいっぱいいるはずだよね。で
はこれを期に議連を立ち上げてみようかという形
で、本当にその飲み会の席の話で盛り上がって、
実際動き始めて、そしたら賛同してくださる議員
の方が、今回 80名近く集まってというような感
じでした。そうした動き、やはり社会の関心も高
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まっていた中で、当事者の地方議員が動いていっ
たということが、一つあります。
あとは、国会に目を向けると、国会議員では

尾辻かな子さんが、参議院議員繰り上げ当選2カ
月間という短期間でしたが、国会議員でいまし
た。で、また次の衆院選を目指して大阪のほうで
頑張っていらっしゃっています（2017年 10月 22

日投票の総選挙で当選）。しかし、そうした動き
とは別に、国のほうは、超党派の議連があり、そ
こで法案を出そうという動きがありました。しか
し座長をしていた馳浩さんが、一時期、文部科学
大臣に就任することになり、議連から抜けられ
た。文部科学省では馳さんが大臣になったことで
LGBTに関するいろいろな動きが起きました。それ
はそれでメリットはあるのですが、議連のほうは
ストップしてしまった状況の中で、各党それぞれ
動きが起き、野党側からは、差別を解消するため
の法律、与党側からは、理解を促進する法律を作
る動きが起こり、その 2つの法案がガチンコでぶ
つかってしまって、国会の動きがストップしてし
まったということがあります。
そうした状況の中で、地方の議員はどうなのか

という話をしたときに、別に国政で野党と与党
の対立に巻き込まれる必要は、地方はないよね
と。要は、国は与党が総理大臣を出して、野党は
そこに反対して対立する構図がありますが、地方
でいえば、首長、すなわち市長とか県知事は、住
民から選ばれて、議会の議員は首長とは別に住民
から選ばれますので、地方でも市長派、反市長派
とか、それを手がかりに与党・野党と言ったりす
ることはありますが、国ほど、そこまで厳密な線
が引かれてない場合が、地方は多いです。ですの
で、地方は割と超党派の集まりは、結構、これに
限らずやっているんですね。
そうすると、国の状態に巻き込まれずに、地方

は地方で何かアクションを起こそうよ、逆にその
アクションを起こすことで、国が何か反応するか
もしれないしという形で動き始めたことがありま
すので、「分権の時代なんのだから、地方からむ
しろアクションを起こしていこうよ」という形で

動いたところではあります。
ただ、もちろん、国の法律を動かすときには国

との連携は必要になりますから、今後、そういう
動きが出るかもしれませんが、やはり当事者の地
方議員の中で動いていこうと。
あとは、かなり地方間には差があります。
今回も先進自治体の取り組みについて、今月下
旬に学習会を会員議員向けにやりますが、山梨、
長野とか、その辺のエリアの方とかからは、議員
向けのLGBT入門的な勉強会をやってほしいという
声も出ているんですね。
やはり、どうしても都市部だけでできること

と、地方のほうの山村部とか日本海側でできるこ
とは、また違ってくる状況でもあります。「情報
交換しながら自治体ごとにできることをやってい
こう。で、それをお互いにサポートしていこう」
というような話になっていますので、この議連で
統一してこれを実現するんだということにはなっ
ていませんが、少なくても、各自治体で今よりも
一歩も二歩も、LGBTが暮らしやすい地域をつくっ
ていこう。そのためにできることは、パートナー
シップ制度や相談センターかもしれないし、人権
保障かもしれないし、職員や議員の研修会を始め
ることかもしれない。それはそれで、地域ごとに
進めていこうっていうような話になっています。

和田悠：今の話とも絡むかもしれませんが、か
なり実は、政治、行政ともに LGBTへの理解が深
まっており、制度も追いついているところが多い
んじゃないかと。政治家も半数以上はLGBTに対し
てよい感情を持っているようにも見受けられます
が、実際はこういう見方は甘いでしょうか。もう
少し、現場の感覚で、理解がどれぐらい進んでい
るのかを知りたいです。石坂さんへの質問です。

石坂わたる氏：これは、地域差がかなりあると
思っています。

23区で区議会議員をしていて、特に中野はLGBT

が多いと言われている地域ですので、私が議員に
なって行政職員と LGBTについて、ああでもない
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こうでもないという話をしていると、職員から、
「うちの区、たくさんいますからねえ」とか、「本
人に確認はとれていませんけど、そうとおぼしき
方が窓口にいらっしゃいますよ」という話は聞く
んですね。
また当事者の状況として、近所のスーパーに行

くと、買い物をしている同性カップルを見かけま
すし、区内のゲイバーに行くと、「あなたの近所
に今度誰それさんが引っ越してきたよ」とか、そ
ういうローカルな話がすごくたくさん出るんです
ね。「最近〇〇さんが来ないけど元気かな」とか、
そういう話も出ます。
ですが、何年か前になりますが都市部の話なの

ですが、横浜市の講演会で呼ばれて話をしたとき
に、災害に絡めた話だったので、「LGBTもお互い
に安否確認できるように、お互いに住所とか連絡
先を交換して、連携をとって、災害があったとき
はお互いに安否確認がとれるようにしたいです
ね」という話をしたときに、「いやいやとんでも
ないです。お互いに本名はわかりません、知って
いるのはメールアド㆑スぐらいです、あとはあだ
名ぐらいです。どうやるんですか」って言われて
しまったことがあったんですね。
都内に住んでしまっていると、お互いのことを
細かく情報開示もし合っていて、そこまでびくび
くせずに生活することに慣れてしまっています
が、地方は、やはりそうではない。私が若手市議
会議員の会で LGBTについての研修会をしたとき
も、参加してくださって関心を持っている議員さ
んはいるのですが、「地元の当事者の声を聞きた
いと思っていても、SNSやニュースとかで、『情
報を提供してほしい』とか、『ぜひ相談してほし
い』と言っても、誰も来てくれない」という声も
聞くんですね。
やはり地元に LGBTの人がどれぐらいいるのか、

どのような問題を抱えているのかとかということ
は、まだまだ見えない自治体がたくさんあるのだ
と思います。やはりそこは、今すぐ「見える化」
しろ、とは言えませんが、「見える化」できる雰
囲気をじわじわと広げていかないといけないの

で、楽観的にすぐ変わるとまでいかないのかなと
は思っていす。

和田悠：パートナーシップ条例や議連にかかわる
質問は、ひとまずここでおしまいにします。次の
話題、ReBitの活動にかかわる話に入っていきた
いと思います。お二人に、ご自身がカミングアウ
トを決意したきっかけや、それを後押しされたこ
とがあったら、教えていただきたいという質問が
きています。
質問を 2枚読み上げます。LGBTへの理解がまだ
浅い中で、なぜカミングアウトしようと思えたの
か。まず、何を進めることが大事だと考えている
のか。それから、自分の性に対していろいろ悩ん
でいたときに、救いになったことがあれば、教え
ていただきたい。質問されている方は、LGBTの映
画、作品を見たことによって救いになったことが
あったのですが、お二人の場合はどうだったか。
もう一枚は、家族との葛藤について、もう少し

具体的に、親との葛藤や兄弟との葛藤、あるいは
また学校での葛藤などがあれば、教えてほしいと
いう質問です。
それでは、藥師さん、石坂さんの順番でお願い

します。

藥師実芳氏：ありがとうございます。
自分のセクシュアリティに気づいたのはいつ？

と聞かれるとすごく難しくて、例えば小学校2年
生ぐらいのときから、クラスの女の子が好きで
した。小4で、女の子らしくしなさいって言われ
るたびに、女の子じゃないのにって思っていて、
で、小6で性同一性障がいという言葉を知り「こ
れだ !」と思ったのですが、正しい情報がなく、
自己肯定をできず、初めてカミングアウトをした
のは高2のときです。そして、男性として生活を
はじめたのは、大学1年生から。でも、そんな自
分を肯定できたのは、二十歳になってからだった
んですね。
気づいてから自分を肯定するまで、すごく時間

がかかったので、どの時点で気づいたのとか、ど
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の時点でカミングアウトして肯定したのっていう
と、すごくタイムラグがあるんですというのが、
1つです。
なぜ高2のときにカミングアウトしたかといい

ますと、私、中学のときは、女の子らしくしてい
たら、いつか心が女の子になれるのではないかと
思い、“女の子らしく” しようと、髪を伸ばした
り、メイクをしたりしていました。でも、医学的
にも証明されているように、心の性別は無理に変
えられないので、そのように “女の子らしく” し
て、友だちも多く、元気にしている自分というの
が、学校ではいながら、本当の自分というのはそ
うではなくて、毎晩、布団の中で泣いて、生きて
けないのではないかと思っていたんですね。
それで、高2のある日、それえは生きていけな

いという思いがピークを迎えて、通学帰りの電車
に飛ぼうとしたことがありました。
ぎりぎりでひかれなくて、今、ここにいられ

て、本当にありがたいなあと思っているのです
が、私のきっかけはそれで、もう死んだつもりに
なって誰かに言ってみようかっていうふうに思っ
たんです。
今となってはこのように、いろいろカミングア

ウトすることが多くなってきていますが、やはり
当時の私にとっては、カミングアウトはとても怖
いことで、クラスの友だちを校庭のハナミズキの
木の下に呼び出して、放課後に、あのねと、性同
一性障がいなんだよって言ったときに、藥師は藥
師だからいいじゃんって言ってくれたことをきっ
かけに、あっ、肯定してくれる人もいるんだと
思って、周りに言えるようになったというところ
があります。

石坂わたる氏：私の場合も、気づいたのがいつか
というのは、なかなか難しいところではあります
が、小さいころから、人と違うところでオカマ、
オカマといじめられた記憶はあるんですね。
実際に同性の人が好きだということになったの

は、小学校の高学年か中学校になるぐらいの時期
ですが、そのときも、当時やはりオカマという言

葉はありまして、トランスジェンダーも、LとG

と Bとごちゃまぜだったという感じですかね。そ
のような扱いだったので、自分がそうなのかどう
なのか、よくわからないというとこでもありま 

した。
カミングアウトするきっかけになったのは、う

ちの母が本家の長女だったんですね。母は 4人姉
妹で、孫を見ても、私か弟しか男の子はいない。
私が親戚の中で、祖父母のところに養子に入ると
いうのが既定路線だったんですね。
それは、結婚して子どもをという話になる。そ

うすると、結婚しろという話は 30歳ぐらいかな。
それまでは生きていけるなと。それで30歳になっ
たときに、カミングアウトするか死んでしまうか
決めようと思って生きてきたというのがありま 

した。
でも、なぜ 17歳でカミングアウトをしたのか

ということですが、これは本当に、ちょっとした
きっかけなのですが、自分で初めて勇気を出して
ゲイ雑誌を買いました。だけど、それが運悪く親
に見つかってしまいました。ごまかすかどうしよ
うかと思ったのですが、「カミングアウトして死
ぬかどうかって考えるのがと 30歳の時のつもり
だったけれど、それが早まったと思えばいいや」
と思って、親にカミングアウトしてしまったんで
すね。
それがカミングアウトのきっかけではありまし

たが、先ほど、藥師さんの電車の話がありました
けど、私も実は、親にカミングアウトをしたのを
きっかけにして、親しい友だちにもカミングアウ
トをしました。そして、気づいたら、通学すると
きに電車に吸い込まれる感覚がなくなったという
経験があるんです。
それまでは、当たり前に吸い込まれる感覚があ

ると思っていたんですね。でも、それがなくなっ
たということがあったので、多分、それは、その
ままひどくなっていたら、まずかったんだろうな
というところではあります。
あとは、これがきっかけになって救われたって

いうものに関しては、やはり自分にとっては 90
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年代ゲイブームで、ゲイに関する情報が、玉石混
交で、ネガティブな情報もありましたけども、で
も、ちゃんとまじめに取り上げている情報なんか
も入ってきていました。
あとは、幸いにして、うちには父が買ったパソ

コンがあって、自分のお小遣いの貯金があったの
で、それでモデムが買えたということで、自分以
外の LGBTと連絡がとれたっていう経験は、大き
かったかなと思っています。

和田悠：はい。
じゃ、次の話題に入って ReBitのほうの話題に

入って、あるいは、どうやって子どもと、子ども
に教えていくかということ。教育の問題のほうの
質問をさばいていきたいと思うんですが、まず、
手短に ReBitをなぜ始めたのか、その動機を知り
たいというのがあります。

藥師実芳氏：大学2年の始めに、入っていたイベ
ントサークルで、LGBTのイベントを企画したこと
をきっかけに、団体を立ち上げました。

和田悠：ReBitでの出張授業に関しての質問がい
くつかあります。出張授業に行かれたときに、
LGBTに対して否定的な反応を見せる子どもは、ど
のくらいいるでしょうかと。もし、いるとした
ら、小中高のうち、一番多いのはどれでしょう
か。また、その否定的な反応を見せる子どもに対
して、どのような態度をし、対応しているのか。
周りの子どもの反応が気になりますという質問 

です。
ほかに、子どものなかでどうしても理解を示さ

ない子ども、LGBTの存在すら絶対認めないという
ような、そういう構えの子どももいるのではない
だろうか。そういう子どもがいるときには、どの
ように対応していますかという質問があります。

藥師実芳氏：ありがとうございます。
弊団体の授業は多様な性を切り口に多様性や自
分らしさって素敵なことだね、というメッセージ

を届けており、これまでそのメッセージに否定的
な反応をする子どもはいませんでした。
むしろ、授業が終わった後に、私たちの肩をと

んとんたたいてくれて、誰にも言えなかったのだ
けど実は僕も男の子が好きなんだ、など自分のこ
とを話してくれる子どもも多く、重要性を実感し
ています。

和田悠：続けて質問を読み上げます。LGBT教育の
中で、子どもから差別的な発言を受けたことなど
はありますか。また、その場合は、どう対応して
いますか。小学校で LGBTについて教えるときに、
配慮しなくてはならないことはありますか。小学
生は、まだアイデンティティが確立していなかっ
たり、性教育が不十分だったりすると思うので、
混乱してしまわないでしょうか。これまでの応答
で答えているところもあるんですが、改めて質問
にお答えいただけますでしょうか。

藥師実芳氏：弊団体はLGBTの大学生や20代の若者
が自分のライフヒストリーを通じて多様な性を伝
えるコンテンツがあり、熱心に耳を傾けてくれる
子どもが多いなと思います。
ただ、日常的に差別的な発言があるかという

と、やっぱり先ほどのように、8割から9割の子ど
もたちが、LGBTに対する差別的な言動を聞いてい
るというようなことがあるので、多様な性に関す
る授業をするから差別的な発言が生じるのではな
く、日常的にあるそのような言動を、授業を通じ
情報提供をすることによって、軽減していくとい
うふうに認識をしています。
子どもに教える時期には様々な議論があります

が、例えば性同一性障がいの子どもであれば、小
学校入学前に、半数以上の子どもたちが、性別
違和を持っているような状況があります。また、
LGBTの子どもの自死念慮の第一ピークは小学校高
学年からの第二次成長期です。
欧米の事例を見ると、幼稚園、小学校から教え

る事例も示されています。配慮としては、年代に
あわせ段階的に教える必要があり、その時期の子
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どもに合わせた言葉や表現で伝える必要があると
思います。

和田悠：それとの絡みで、子どもたちの親への
LGBT理解はどのように得ていますか。本当のキー
は親ではないかと思う。出張授業を行なうことの
合意をどうとるかということにかかわってくる
が、LGBTのこと、それを授業で取り上げること
を親たちはどのように意識していますかとの質問 

です。

藥師実芳氏：私たちの授業を授業参観として保護
者のみなさまにご覧いただくことや、PTAの皆様
に研修をさせていただくこともあります。もっと
保護者の皆様に伝える場を、広げていきたいと
思っています。

和田悠：今度はお二人に教育現場に使われる教科
書、副読本のLGBTの記載について、どう思ってい
るか。実際に政策に携わるような経験とかはあり
ましたかとの質問です。
それからもう一つ、文科省はLGBTの問題に積極

的ではあるが、他方で歴史教科書の問題では右傾
化が進んでいる。国全体では「共謀罪」法の成立
や集団的自衛権の行使容認など軍国主義化が進ん
でいる。そうしたなかで、LGBTの問題が取り上げ
られるというのはどういうことなのか。どういう
ふうに全体の中で理解したらいいだろうかという
質問です。藥師さんの話を現在の右傾化する状況
のなかでどう理解したらいいのかという質問なの
だろうと思います。石坂、藥師さんの順番でこの
質問にお答えください。

石坂わたる氏：はい、教科書とか副読本の取り扱
いについては、やはり、もっとしっかりと取り上
げてほしい。今の学校の先生がこのことを指導す
るのは、先生自身の知識が乏しい領域の指導とな
るんです。
そのために学校の教科書とか副読本、あるい

は、場合によっては教師用の指導書とかに、きち

んと記載をしてもらって、正確な知識を子どもに
伝えてもらう。そのためには、正確な情報が教科
書に載っていて、それを先生が教えられるという
ようにしていくことが必要だと思いますので、そ
こは、むしろ、ちらっと載せたからいいでしょう
という話ではなくて、もっときっちりと表現して
いただくような形で進めてもらいたいなと思いま
す。また、現状では LGBTの記載はまだ一部の教
科書、副読本㆑ベルにとどまっていますが、これ
は、全て子どもが目にできるような形にしていっ
てほしいなと思うところではあります。
あとは、これは答えになるかわかりませんが、

LGBTが語られる文脈が多様化してきたことがあり
ます。
人権、福祉、平和（平和というのは対外的な戦
争だけではなくて、国内において差別や抑圧など
によって人が死なない、自殺者が出ないという意
味を含めた上での平和です）に関する文脈だけで
なく、顧客である消費者として、あるいは株主と
してとか、企業におけるダイバーシティ（女性も
障がい者もLGBTも働きやすい職場を提供するほう
が、生産性が上がる）などの文脈で語られるとこ
とが出てきています。
あとは、やはり右傾化して、特に反動的な世の

中になっていくと、多様性が失われていくことに
もなりかねないと思いますので、やはりそこは人
権施策の行方を注視していかなければいけないと
思いますが、LGBTに関することは、党派を問わず
多くの政党、議員が、関心を持つようになってき
ているっていうところはあるので、そうして意味
では、教科書の内容が右傾化するからLGBTがばっ
さり切られてしまうということでもないんだろう
なと思っています。

藥師実芳氏：教え方の体系化、多様な性について
教えられる教員の育成と教材の作成が必要だと思
います。
また、LGBTの子どもの自死念慮が高いことは、

厚生労働省の自殺総合対策大綱にも懸念が示され
ています。子どもが生きられる社会、人権が守ら



　現場発 ! LGBT から考える多様性ある社会、人権としての性 　 ｜ 27

れる社会を目指し、国会議員のみなさまは超党派
の議員連盟をつくりこの課題に取り組んでいただ
いています。

和田悠：もう 2つあります。これでひとまず最後
にしたいと思いますが、1つ目は意見を聞きたい
ということで、男女共同参画センターの職員の方
からなのですが、いろいろな催し物、アンケート
があって、性別を聞く欄があって、男性、女性、
その他っていう、そういう記載の仕方というの
は、どういうふうに考えているか。もっとよい表
記もあるような気もするのだけど、男性、女性、
その他って表記をどう思いますかという質問で
す。どうでしょうか。
また、行政㆑ベルでは、中野区ではどんなふう

になっているのか、その辺をちょっと聞かせてく
ださいという意見です。

石坂わたる氏：中野区に関していうと、法律の規
制がないものに関しては、男女欄をなくしていま
す。早い段階からなくしていますね。
性同一性障がい特例法がもう間もなく通るだろ

うという段階で（私はまだ議員になっていません
でしたが）、中野区議会として、国に対して性別
欄の削除を進めるべきだというような意見書も出
ていましたし、その中にはセクシュアル・マイノ
リティの教育も進めるべきだという意見も書き込
まれていました。しかし公共施設の会議室を利用
した際に、利用者が男性何名、女性何名って書い
て記録として提出してくださいというようになっ
ていたりもするので、完全には行き渡っていない
なと思うところも、正直あります。
性別欄について「男性、女性、その他」という
欄がいいのかどうかですが、これはいろいろ考え
がありますが、空欄にしておいてもらって、男性
と書くか女性と書くか、全然違うことを書くか
は、書く人次第に任せてもらってもいいのかなあ
と思うところではあります。
また、その性別に関しても、その時々で、書き

方が変わる場合があるとも思っています。

というのは、私は性自認は男性です。ですの
で、基本的に性別を聞かれたときは男性と答え
れば問題ないはずなのですが、あれっと思った
ことがありました。あるときワークショップにお
いて、男性、女性で分けらました。そのワーク
ショップは身体接触が多いワークショップだった
ので、多分、これは性的な欲求の方向も含めて男
性、女性を分けたのだろうと思います。そのとき
私はただ「男性」と言い切っていいんだろうかと
思ってしまったことも、正直あったんですね。
空欄になっていればその TPOに応じて、その人

が書きたいように書ける。「男性」と書いて済ま
せるときもあれば、「男性同性愛者」と書くかも
しれない。そこは書く人に任せてもらう形で空欄
にしておけば、シスジェンダーの異性愛者は深く
考えないで、男性、女性と書くでしょうから、い
いのではないのかなと思います。

藥師実芳氏：ありがとうございます。
場所によって聞き方って変えるべきだと考え 

ます。
アンケート等の性別欄を男・女・その他にして

いただくことは、男・女のみより、実施者が多様
な性について想定している姿勢が発信されると考
えます。しかし、不要な男女欄であれば撤廃をす
ることも検討の余地があります。
性別を聞く必要がある際、なぜそれを聞くのか

を伝えることも大事です。例えば病院であれば、
治療上身体上の性を知る必要があるのであれば、
身体上の性を問うていることがわかる表記でない
と混乱が生じやすいと考えます。また、相談支援
などの相談票ですと、体の性、心の性、好きにな
る性、表現する性の 4軸に分けて書く欄をもうけ
ている事例もあります。
その場合、その人の性自認や性的指向が相談支

援をする上で重要な情報だからこそ聞いていま
す。どのようなういう理由でその人の性別を聞く
必要があるのかによって、聞き取りの項目や方法
を変える必要があるのかなと思います。
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和田悠：質問票の最後です。大学やNPOのLGBTコ
ミュニティーは、若い人の参加が多いように思う
んですが、中年の人やお年寄りの LGBTの人は、ど
こに行ってしまっているのでしょうか。中年の人、
お年寄りの人の LGBT問題について、ご意見をお聞
きしたいということです。これは両方にです。

藥師実芳氏：LGBTの方の年齢が上がってきてから
の課題は、対応が十分と言えません。
例えば同性パートナーさんが亡くなったとき

に遺産が相続できないとか、例えば介護の場で
LGBTに対する理解の不足とか、地域の中のセー
フティーネットへの想定の不足など、本当に多種
多様な課題があり、取り組みが必要であると考え 

ます。

石坂わたる氏：年代という意味だと、自分の 10

歳上ぐらいが一つの区切りになるところがあると
思っています。
というのは、その世代以下の人が、割と LGBT

であることを受け入れて生きていくということを
し始めた世代だということがあります。今でも60

代、70代のLGBT当事者は、結婚している方がとて
も多いです。
結婚をしているLGBTの当事者、それは若い人で

ももちろん、社会的な状況、置かれた状況で結婚
する人いますが、ただ、そういった人がやはり多
い世代をどうしていくのかというと、まだまだそ
こをフォローできるグループとか当事者団体はあ
まりないので（ゲイバーが居場所にはなってはい
ますが、ただ、そこに行ける人も限られているの
かなと思うので）、そこの支援をどうするのか。
実際にメール㆑ベルですけども、「実は自分は
結婚していて」という方から相談が来ることもあ
ります。自分のセクシュアリティの受け入れと結
婚をしている状況について、結構悩んでしまわれ
ている方も少なくないようです。
もちろん、お互いにカミングアウトした上で結

婚した方もいたりはしますが、そうではない場合
はなかなか大変で、まだまだそこは手が延びてな

いなと感じるところではあります。
あとは、若い人が多いかどうかに関しては、そ

れこそ今言った、50代以下ですと、結構LGBTの団
体は、年代がごちゃまぜのところが多いです。

和田悠：会場からの質問を受け付けたいと思い 

ます。

質問者1：同性婚という言い方についてですが、
例えば、MTFの人だったり FTMの人たちが、それ
ぞれ女性、男性を好きになることは、異性を好き
になることではないですか。それを同性婚と呼ん
でもいいのかなというのが、私の中で疑問です。
ただ、それが無知なもので、それがもう既に確立
していたら申しわけないなとは思うのですが、そ
こがずっと引っかかっていたので、質問とさせて
いただきます。

質問者2：本日は、お話、ありがとうございました。
質問としては 1点ございまして、ゲイであると

かそういうこと、自分の違いを肯定した上でカミ
ングアウトをしたと思うのですが、自分の違いを
認めるきっかけになったことであったりとか、私
はなかなか自分の違いを認めることができなくて
苦しんでいるので、何かそういうことに対してア
ドバイスなどございましたら、お願いしたいと
思っております。

質問者3：今日はご貴重なお話、ありがとうござ
いました。
今、私たちはLGBTの方々の働き方について、ゼ

ミナールのほうで研究させていただいているので
すが、海外企画のほうを見させていただいてい
て、イギリスのほうでは、やはり国が主体となっ
て整備をしているという現状がわかって、だけど
アメリカとかだと、やはり州単位でやっていて、
今日、日本のお話を伺いすると、国ではなくて地
方自治単位で進めているということがお話を聞い
ていてわかったのですが、日本が今後進めていく
上で、今のまま地方自治単位で進めていくほうが
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有効なのか、それとも、国がやはり主体となって
いくことが有効的なのかという質問をさせていた
だきたいと思います。お願いいたします。

質問者4：ありがとうございました。僕、質問で
はないのですが、藥師さんに、さっきお見せした
画帖がありまして、それを皆さんにご紹介したい
ので、最後にお願いします。

和田悠：石坂さん、藥師さんという順番でお願い
します。

石坂わたる氏：MTF、FTM、トランスジェンダー
の同性婚は藥師さんのほうに振ることにして、そ
こは飛ばして話します。
違いを受け入れていくのはどうするかですけど

も、これは考え方によるのかなと思いますが、最
終的に、自分の場合は、違っているものはしよう
がない。違っているところをいかによく生かして
いくかというふうに思ってやってきました。
出るくいは打たれるけど、出過ぎたくいは打た

れないと言われることもありますし、あとは、私
が議員になったときに、ちょうど引退された女性
の議員の方がいて、その方が私に言ってくださっ
た言葉があったんです。「議会で議員をやってい
くといろいろな人がいて、LGBTに対して否定的な
ことを言う人もいるだろうし、否定的に考えてい
る人もいる。でも石坂さんの場合は、『変わり者
だけどいい人』を目指しなさい」、　「『人と違って
いる、だけども、あの人はいい人だね、あの人は
無視できないよね』という存在になりなさい」と
言われたことがあったんですね。
ですので、違いというものをマイナスにするの

ではなくて、いかにプラスにして、その違いをい
かに周りに貢献できるものとして活かしていくの
かというように考えていくと、違いに対する自分
の考え方も変わってくるのかなと思っています。
あとは、地方単位でやっていくとのがいいか、

国がやっていくのがいいのかというとこですが、
これは日本の場合は、トップダウンのほうが話は

絶対に早いです。
実際に LGBT当事者の中の声としても、アメリ

カ、台湾の動きがあるよね、外圧で日本も変わっ
てくれたら早いよねという声は聞きます。
確かにそれは早いと思いますし、それはそれで

いいんだろうなあと思いますが、私は地方議員な
んですよね。国から言われたことをそのままやっ
ていていいのかという、そういう国に反発したい
気持ちも地方議員としてはあって、逆に、下から
の民主主義、自分たちで自分たちに都合のいい
システムをつくっていく。国がよかれと思ってつ
くったものに当てはめていこうというよりは、自
分たちに合ったものを提案していくことを考えた
場合、地方自治体から進めていったほうが、より
きめ細やかな制度が、最終的にでき上がる。いろ
いろな試行錯誤もできるいう思いと、あと、やは
り当事者が動いて、自分たちが工夫してつくった
結果なんだと思えるほうが、与えられた経験しか
ないよりは、勝った経験とか成功したって経験を
ふやしていけるのではないのかなと思っています。
先ほど、酸っぱいブドウ、成功した人たちは悪

い人なのではないかみたいなことを言う人はいる
という話をしましたが、それも結局、失敗した経
験しかなくて、与えられるものは上からしか与え
られなくて、自分たちがつくったという成功体験
がないからだと思うところもあるので、やはり、
成功体験を増やしていくという意味では、地方か
ら進めていきたいと思いますし、それは、国でも
やってもらい地方でもやっていけばいいと思うん
です、最終的には。国は国で動いて地方は地方で
動いて、そこで最終的に合致してけばいいと思う
ので、地方からの動きを協力的に強力に進めてい
きたいなと思っているところです。もちろん国は
国で動いてくれたらいいなと思っています。

藥師実芳氏：LGBTの働き方について研究されてい
るんですね、ありがとうございます。
日本の企業の現状として、経済同友会様の調査
報告によると、企業の 4割、大企業でいうと 75％
が既に LGBTの施策をしているといいます。
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こういった国内のLGBTのことが職場で進んでい
る理由として、2020年のオリンピック・パラリン
ピックの影響が大きいと言われています。
オリンピック憲章の中で、性的指向により差別

をしてはいけないことが明記されました。
また、オリンピックにかかわるすべての企業が

守らないといけないいわゆる調達コードの中で
も、お客様や職場でLGBTであることを理由に差別
をしてはいけないっていう文言が入ったので、オ
リンピックにかかわる企業では特に、取り組みが
進められています。
また、今年1月に施行されましたいわゆるセク

ハラ指針の中で、性的指向や性自認にかんする性
的な言動はセクハラであることが規定され、コン
プライアンスとしても取り組む企業が増えてきま
した。

和田悠：今回、「現場発 !」というタイトルをつけ
ました。教育の現場から、地方自治の現場から人
権が豊かに保障される社会をつくっていく、下か
らの民主主義を石坂さん、藥師さんは見事に実践
されておられて、そういう点でタイトルに偽りな
しの公開講演会になったなというふうに思ってお
ります。ジェンダーフォーラムではLGBTの問題を
公開講演会で取り上げるということはありません
でしたし、単独の講演をお願いしてきました。で
すが今回のように二人並んで話していただくと議
論にも広がりが生まれ、実にいい議論になったと
自画自賛しているところです。最後に、お一人ず
つ、全体にかかわってコメントをいただければと
思います。石坂さん、藥師さんの順番でお願いし
ます。 

石坂わたる氏：私、LGBTの当事者であるととも
に養護学校の教員だったという話をしましたが、
「特殊教育」と昔、言っていたものが、「特別支
援教育」になったときに（実際、そのとおりに
なってない部分、できていない部分もあります
が）、言われたことがあって、それは、「どんな子
でも、つまずいたときに支えてもらえるのが特別

支援なんだよ」という言葉でした。それは、障が
いがある子でなくても、困ったときには支えても
らえる、障がいがある子でも、困っていなければ
支えてもらわなくてもいいかもしれないというこ
とでもあるのですが、LGBTに関することも、今、
最近、「SOGI」、性的指向、性自認という言葉で語
られることが多くなってきています。また、グラ
ディエーションなどというように語られることが
多くなってきています。
㆑ズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トラン

スジェンダーだけの問題ではなくて、LGBTが生き
やすい社会になることは、マジョリティ側の人に
とっても暮らしやすい社会になる。そのための社
会をどう一緒につくっていくかということでもあ
ると思います。
パートナーシップにおいても、今、婚姻してい

る男女の夫婦が、もしかしたらもっといい形の家
族のあり方があるかもしれないというふうに考え
てもらったときに、やはり、これは誰かの問題
じゃなくて、自分のことの問題なんだ、自分と絡
んでいることなんだ、自分たちがより豊かに生き
るためにはどうすればいいんだろうっていうこと
を、一緒に考えていければと思っています。
今日はどうもありがとうございました。

（拍手）

藥師実芳氏：今日はすてきな機会をいただき、あ
りがとうございました。
ここに来られてない立教大学生にとっても、す

ごく心強い会なのだろうなと思って、企画いただ
いた皆様に心から感謝を申し上げます。
土曜日に 3時間もいらしていただくって、すご

いことじゃないですか。本当にありがとうござい
ます。もしよろしければ、今日の感想を、SNSで
書いたり、友だちとかに言っていただけると、う
れしいなと思います。

LGBTの人も見た目だけではわからないのです
が、LGBTのことを応援しているよという気持ち
も、見た目だけではじゃわかりません。それを伝
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えていただくことで、安心したりうれしく思った
りする方も、近くにいるかなと思うので、もしよ
かったら、感想を誰かに伝えてください。
今日はありがとうございました。

（拍手）




